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第１章 計画策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

近年我が国の高齢化は急速に進行しており、令和22（2040）年においては団塊ジュニア世代がすべて

65歳以上の高齢者となり、今後は高齢者の急増だけではなく、高齢者を支える生産年齢人口の減少も予

測されます。高齢化の進行や支え手の減少は本町においても例外ではなく、令和５（2023）年10月１日

現在で、高齢化率は32.1％となっており、令和22（2040）年においては43.8％となることが予測されて

います。国の推計によると、令和22（2040）年には国全体で65歳以上の人口が全人口の約35％となると

されていますが、当町の高齢化率は国全体を大きく上回る見込みで高齢化が進行しているといえます。 

このような中で、当町では、令和３（2021）年度に「一人ひとりが住み慣れた地域で健康で生きがい

を持ち、安心して生活できるまちづくり」を基本理念とする「第８期西桂町高齢者福祉計画・介護保険

事業計画」を策定し、高齢者福祉策を総合的に推進してきました。今後は、高齢化の更なる進行や支え

手の減少を踏まえ、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民

や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つ

ながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく地域共生社会の実現の根

幹となる地域包括ケアシステムの深化を図っていくことが重要です。 

この度、この計画が最終年度を迎えることや制度改正が行われたこと、令和22（2040）年を踏まえた

施策を展開していくため、そして高齢者施策のさらなる充実と介護保険事業の適正運用を図るために、

令和６（2024）年度から令和８（2026）年度までの３か年の新たな計画として「第９期 西桂町 高齢

者福祉計画・介護保険事業計画」を策定します。 

 



2 

 

 

「地域包括ケアシステム」とは・・・ 

団塊の世代が75歳以上となる令和７（2025）年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れ

た地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、“介護”、“医療”、“介

護予防”、“生活支援”、“住まい”が包括的に確保される支援体制システムのことです。 

地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、

地域の特性に応じて作り上げていくことが必要です。 

 

 

【地域包括ケアシステム（イメージ）】 

 

 

 

 

 

  

 

■施設・居住系サービス 

・介護老人福祉施設 

・介護老人保健施設 

・認知症対応型共同生活介護 

・特定施設入居者生活介護 

等 

病気になったら・・・ 

医 療 

老人クラブ・自治会・ボランティア・ＮＰＯ 等 

入院・通院 

・地域包括支援センター 

・ケアマネジャー 

住まい 

介護が必要になったら・・・ 

介 護 

いつまでも元気に暮らすために・・・ 

生活支援・介護予防 

通所・入所 

相談業務やサービスの 
コーディネートを行います。 

※地域包括ケアシステムは、お

おむね 30 分以内に必要なサ

ービスが提供される日常生活

圏域（具体的には中学校区）

を単位として想定 

・自宅     ・公営住宅 
・サービス付き高齢者向け住宅等 

日常の医療： 

・かかりつけ医 

・地域の連携病院 

・歯科医療、薬局 

■在宅系サービス 

・訪問介護・訪問看護・通所介護 

・小規模多機能型居宅介護 

・短期入所生活介護 

・24時間対応の訪問サービス 

・看護小規模多機能型居宅介護 等 

■介護予防サービス 

・急性期病院 

・亜急性期・回復期 

リハビリ病院 
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２ 計画の位置づけ 

本計画は、老人福祉法第20条の８第１項の規定に基づく「高齢者福祉計画」及び介護保険法第117条の

規定に基づく「介護保険事業計画」に位置づけられます。 

「高齢者福祉計画」は、高齢者の生きがいづくりや社会参加、高齢者福祉サービスの提供、安心・安

全に暮らすことができる環境づくりなど、高齢者施策分野の目標を示すとともに、その実現に向けて取

り組むべき施策を盛り込んだ計画です。 

「介護保険事業計画」は、要介護・要支援者等の人数を踏まえ、介護保険サービスの種類別の利用量

の見込み、介護施設等の必要定員総数、地域支援事業量の見込み等のほか、第１号被保険者の保険料や

介護保険サービスを確保するための方策を定めるものであり、介護保険給付の円滑な実施に向けた取組

内容を定める計画です。 

また、本計画は西桂町第６次長期総合計画の施策体系「支え合い、いきいきと暮らせるまち」に対応

しており、高齢者保健福祉及び介護保険分野の分野別計画として策定するものです。 

３ 計画の期間 

本計画は、介護保険法第117条第１項に基づき、令和６（2024）年度から令和８（2026）年度までの３

年間の計画として定めますが、団塊世代全てが75歳以上の後期高齢者になる令和７年、団塊ジュニア世

代が65歳以上となる令和22（2040）年まで見据えて、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止に向

けた取組等をさらに推進していくための計画となります。 

なお、計画期間内においても、高齢者を取り巻く環境が大きく変化した場合には、必要に応じて計画

の見直しを行い、常に実効性のある計画となるよう努めます。 

 

 
令和６年 
（2024年） 

令和７年 
（2025年） 

令和８年 
（2026年） 

令和９年 
（2027年） 

令和10年 
（2028年） 

令和11年 
（2029年） 

高齢者保健福祉計画 

（計画期間：３年） 
      

地域福祉計画 

（計画期間：５年） 
      

子ども子育て支援事業計画 

（計画期間：５年） 
      

障害者計画 

（計画期間：６年） 
      

障害福祉計画・障害児福祉計画 

（計画期間：３年） 
      

健康増進計画 

（計画期間：１０年） 
      

  

 次期計画 

次期計画 

次期計画 

次期計画 

次期計画 
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４ 計画の策定方法 

（１）アンケート調査の実施 

当町に居住する高齢者等の実情等を把握し、新たな高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画を策定

するための基礎資料として、65歳以上の一般高齢者（要支援・要介護認定を受けていない方）、要支援・

要介護認定者、40歳から64歳の第２号被保険者を対象としたアンケート調査を実施しました。 

※調査結果については14ページ以降 参照 

≪調査対象≫ ①一般高齢者     ：65歳以上の町民 

②要支援・要介護認定者：町内に在住する在宅の要支援・要介護認定者 

③第２号被保険者   ：40歳から64歳の町民 

≪調査方法≫ 郵送配布・郵送回収 

≪調査期間≫ 令和４年12月14日（水）～令和４年12月28日（水） 

≪回収状況≫ 

 対象者数 有効回収数 有効回収率 

①一般高齢者 600 456 76.0％ 

②要支援・要介護認定者 160 96 60.0％ 

③第２号被保険者 600 328 54.7％ 

※有効回収数は白票などの無効票を除いた数 

（２）策定委員会 

高齢者福祉に関わる関係団体等から構成される「西桂町第９期西桂町高齢者福祉計画・介護保険事業

計画策定委員会」を設置し、計画の策定及び高齢者福祉に関する施策の推進について協議し、その提言

を計画に反映させています。 
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５ 第９期計画における見直しのポイント 

Ⅰ 介護サービス基盤の計画的な整備 

① 地域の実情に応じたサービス基盤の整備 

・中長期的な地域の人口動態や介護ニーズの見込み等を適切に捉えて、施設・サービス種別の変更

など既存施設・事業所のあり方も含め検討し、地域の実情に応じて介護サービス基盤の計画的な

確保 

・医療・介護双方のニーズを有する高齢者の増加を踏まえ、医療・介護を効率的かつ効果的に提供

する体制の確保、医療・介護の連携強化が重要 

・中長期的なサービス需要の見込みをサービス提供事業者含め、地域の関係者と共有し、サービス

基盤の整備のあり方を議論することが重要 

② 在宅サービスの充実 

・居宅要介護者の在宅生活を支えるための定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居

宅介護、看護小規模多機能型居宅介護など地域密着型サービスの更なる普及 

・居宅要介護者の様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、複合的な在宅サービスの整備を推進

することが重要 

・居宅要介護者を支えるための、訪問リハビリテーション等や介護老人保健施設による在宅療養支

援の充実 

Ⅱ 地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組 

① 地域共生社会の実現 

・地域包括ケアシステムは地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となり得るものであり、制度・

分野の枠や「支える側」「支えられる側」という関係を超えて、地域住民や多様な主体による介護

予防や日常生活支援の取組を促進する観点から、総合事業の充実を推進 

・地域包括支援センターの業務負担軽減と質の確保、体制整備を図るとともに、重層的支援体制整

備事業において属性や世代を問わない包括的な相談支援等を担うことも期待 

・認知症に関する正しい知識の普及啓発により、認知症への社会の理解を深めることが重要 

② デジタル技術を活用し、介護事業所間、医療・介護間での連携を円滑に進めるための医療・介

護情報基盤を整備 

③ 保険者機能の強化 

・給付適正化事業の取組の重点化・内容の充実・見える化 

Ⅲ 地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性向上 

・介護人材を確保するため、処遇の改善、人材育成への支援、職場環境の改善による離職防止、外

国人材の受入環境整備などの取組を総合的に実施 

・都道府県主導の下で生産性向上に資する様々な支援・施策を総合的に推進。介護の経営の協働化・

大規模化により、人材や資源を有効に活用 

・介護サービス事業者の財務状況等の見える化を推進 
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第２章 高齢者を取り巻く西桂町の現状 

１ 西桂町の概況 

当町は、山梨県の南東、南都留郡のほぼ中央部にあり、北と東は都留市、南は富士吉田市、西は富士

河口湖町とそれぞれ境を接し、東京都心からほぼ100㎞圏内に位置しています。総人口はおよそ4,000人

で、総面積は15.22㎢、うち約80％が山林で、国立公園三ツ峠、倉見山など急峻な山々に囲まれています。

集落や耕地は桂川とその他中小河川の流域沿いに形成されていますが、その平地部でも標高600ｍ以上

であるため、例年、年平均気温10℃前後、年間降雨量1,500㎜位の内地型内陸性気候の特徴を見せていま

す。 

町域の平坦部を中央自動車道及び国道139号と富士急行線が南北に縦断しているため、首都圏や甲府

盆地からのアクセスも最良で、1,000年の歴史をもつ「甲州織り」、大自然から湧出する「ミネラルウォー

ター」、そして、「三ツ峠ハイキング」のコース沿いには、「桜並木」「憩いの森」「三ツ峠さくら公園」な

どがあるほか、テニスコートや「三ツ峠フットサル場」、すこやか交流舘「アーク」・ログハウス・体験

工房・バーベキュー施設の整った「三ツ峠グリーンセンター」など、観光客にも満足してもらえる産品、

自然・レジャー施設などが揃っています。 

２ 統計データからみられる状況 

（１）人口構造 

当町の人口は、平成12（2000）年をピークに減少傾向となっており、令和５（2023）年には4,011人と

なっています。 

＜ 西桂町の人口の推移 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査、令和５（2023）年のみ住民基本台帳（令和５年10月１日現在） 
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4,541 4,342
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2,000人
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6,000人
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平成17年
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平成27年

（2015年）

令和２年

（2020年）

令和５年

（2023年）
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＜ 人口ピラミッド（2023年） ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（令和５年10月１日現在） 

（２）年齢３区分別人口の推移 

年齢３区分別の人口をみると、平成７（1995）年以降、0～14歳の年少人口、15～64歳の生産年齢人口

の割合は減少傾向となっているのに対し、65歳以上の高齢者人口の割合は年々増加しており、令和５

（2023）年には32.1％となっています。 

＜年齢３区分別人口の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査、令和５（2023）年のみ住民基本台帳（令和５年10月１日現在） 
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（３）高齢化率の推移 

高齢化率の推移をみると、平成７（1995）年以降、一貫して上昇しており、山梨県に比べるとやや低

い水準で推移していましたが、令和２（2020）年、令和５（2023）年には山梨県をやや上回っています。 

＜高齢化率の推移（山梨県との比較）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査、令和５（2023）年の西桂町は住民基本台帳（令和５年４月１日現在）、 

山梨県は高齢者福祉基礎調査（令和５年４月１日現在） 

 

  

15.0
17.6

19.2
22.5

26.0

30.5 31.6

17.1
19.5

21.9
24.5

28.1

30.4 31.3

0%

10%

20%

30%

40%

平成７年

（1995年）

平成12年

（2000年）

平成17年

（2005年）

平成22年

（2010年）

平成27年

（2015年）

令和２年

（2020年）

令和５年

（2023年）

西桂町 山梨県
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（４）高齢者のいる世帯の状況 

高齢者のいる世帯の状況をみると、令和５（2023）年では65歳以上の高齢者のいる世帯が55.9％と年々

増加しています。また、高齢者の単身世帯数をみても年々増加しており、令和５（2023）年には207世帯

と、全世帯の１割以上（13.2％）が高齢者のひとり暮らし世帯となっています。 

＜高齢者のいる世帯の状況の推移＞ 

単位／上段：世帯、下段：％ 

 一般世帯数 

 65歳以上の高齢者のいる世帯 

 単身者世帯 
夫婦のみの 

世帯 

その他の 

同居世帯 

平成７年 

（1995年） 

1,383 511 26 86 399 

100.0 36.9 1.9 6.2 28.9 

平成12年 

（2000年） 

1,463 600 43 100 457 

100.0 41.0 2.9 6.8 31.2 

平成17年 

（2005年） 

1,481 653 66 113 474 

100.0 44.1 4.5 7.6 32.0 

平成22年 

（2010年） 

1,442 699 67 144 488 

100.0 48.5 4.6 10.0 33.8 

平成27年 

（2015年） 

1,477 765 119 188 458 

100.0 51.8 8.1 12.7 31.0 

令和２年 

（2020年） 

1,483 835 156 231 448 

100.0 56.3 10.5 15.6 30.2 

令和５年 

（2020年） 

1,563 874 207 218 449 

100.0 55.9 13.2 13.9 28.7 

      

山梨県 

令和２年 

（2020年） 

338,057 158,102 42,105 47,448 68,549 

100.0 46.8 12.5 14.0 20.3 

資料：国勢調査、令和５（2023）年のみ住民基本台帳（令和５年４月１日現在） 

＜ひとり暮らし高齢者数と全世帯に占める割合の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査、令和５（2023）年のみ住民基本台帳（令和５年４月１日現在）  

26 43
66 67
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156
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高齢者の単身者世帯数 高齢者の単身者世帯の割合
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（５）要支援・要介護認定者の状況 

要支援・要介護認定者数と認定率の推移をみると、第１号被保険者数、認定者数ともに増減を繰り返

しています。認定率は、平成30（2018）年度以降は15％前後で推移しています。 

＜要支援・要介護認定者数と認定率の推移＞ 

単位：人 

 
平成30年度 

（2018年度） 

令和元年度 

（2019年度） 

令和２年度 

（2020年度） 

令和３年度 

（2021年度） 

令和４年度 

（2022年度） 

令和５年度 

（2023年度） 

要支援１ 5 10 6 7 16 17 

要支援２ 7 9 18 23 20 26 

要介護１ 36 26 35 31 34 38 

要介護２ 41 48 42 37 41 45 

要介護３ 43 37 49 39 36 33 

要介護４ 28 30 27 36 28 22 

要介護５ 19 21 20 20 14 16 

認定者数 179 181 197 193 189 197 

第１号 

被保険者数 
1,249 1,284 1,294 1,303 1,305 1,317 

認定率（％） 14.3 14.1 15.2 14.8 14.5 15.0 

資料：見える化システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：見える化システム 

 

  

1,249 1,284 1,294 1,303 1,305 1,317

179 181 197 193 189 197

14.3% 14.1%
15.2% 14.8% 14.5% 15.0%

0人

500人

1,000人

1,500人

平成30年度

（2018年度）

令和元年度

（2019年度）

令和２年度

（2020年度）

令和３年度

（2021年度）

令和４年度

（2022年度）

令和５年度

（2023年度）

第１号被保険者数 認定者 認定率
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（６）認知症高齢者の推移 

認知症高齢者の推移をみると、令和５（2023）年では110人で、全高齢者人口に対する割合は8.6％と

なっており、山梨県と比べると低い水準で推移しています。 

＜認知症高齢者の推移＞ 

単位／上段：人、下段：％ 

 
平成30年度 

（2018年度） 

令和元年度 

（2019年度） 

令和２年度 

（2020年度） 

令和３年度 

（2021年度） 

令和４年度 

（2022年度） 

令和５年度

（2023年度） 

西桂町 
99 119 129 122 125 110 

8.2 9.7 10.2 9.6 9.8 8.6 

山梨県 
27,742 28,172 28,414 28,523 28,499 28,155 

11.3 11.4 11.4 11.3 11.2 11.1 

資料：山梨県高齢者福祉基礎調査（各年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：山梨県高齢者福祉基礎調査（各年４月１日現在） 
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（７）高齢者の就業の状況 

令和２（2020）年の性年齢別高齢者の就業状況をみると、男性65～69歳を除く全ての年齢において非

労働力人口が労働力人口を上回っています。 

令和２（2020）年の高齢者の就業状況（山梨県との比較）をみると、就業者が6.2ポイント低く、非労

働力人口が7.7ポイント高くなっています。 

＜性年齢別高齢者の就業状況＞ 

（男性）                  （女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（令和２（2020）年） 

 

＜高齢者の就業状況（山梨県との比較）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（令和２（2020）年） 
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３ アンケート結果からみられる状況 

（１）調査概要 

●調査対象 ①一般高齢者     ：65歳以上の町民 

②要支援・要介護認定者：町内に在住する在宅の要支援・要介護認定者 

③第２号被保険者   ：40歳から64歳の町民 

●調査方法 郵送配布・郵送回収 

●調査期間 令和４年12月14日（水）～令和４年12月28日（水） 

●回収状況 

 対象者数 有効回収数 有効回収率 

①一般高齢者 600 456 76.0％ 

②要支援・要介護認定者 160 96 60.0％ 

③第２号被保険者 600 328 54.7％ 

※有効回収数は白票などの無効票を除いた数 

 

※アンケート調査結果を見る際の注意事項※ 

（１）「ｎ」は各設問の回答者数を表しています。 

（２）回答結果の割合「％」は、「ｎ」を基数として算出し、それぞれの割合を小数点以下第２位で四捨

五入しています。そのため、単数回答（複数の選択肢から１つの選択肢を選ぶ方式）の設問であっ

ても、合計値が100％にならない場合があります。 

（３）一部のグラフにおいて、回答者がいない項目は数値の掲載を省略しています。 

（４）複数回答（複数の選択肢から２つ以上の選択肢を選ぶ方式）の設問の場合、回答結果の割合の合

計値が100％を超えることがあります。 

（５）紙面の都合上、グラフにおいて選択肢を省略して掲載している場合があります。 
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（２）回答者の属性 

① 性別 

単位：％ 

 調査数（人） 男性 女性 無回答 

一般高齢者 456 47.6 51.3 1.1 

要支援・要介護認定者 96 32.3 63.5 4.2 

第２号被保険者 328 42.4 55.2 2.4 

 

② 年齢 

単位：％ 

 
調査数 

（人） 

65歳 

未満 

65～ 

69歳 

70～ 

74歳 

75～ 

79歳 

80～ 

84歳 

85～ 

89歳 

90歳 

以上 
無回答 

一般高齢者 456 - 26.5 30.0 19.7 14.7 7.5 0.9 0.7 

要支援・要介護認定者 96 1.0 4.2 9.4 8.3 18.8 30.2 28.1 - 

単位：％ 

 
調査数 

（人） 

40～ 

44歳 

45～ 

49歳 

50～ 

54歳 

55～ 

59歳 

60～ 

64歳 
無回答 

第２号被保険者 328 11.9 19.2 18.9 23.8 25.6 0.6 
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（３）地域について 

①会・グループ等の参加頻度 

【一般高齢者】ボランティアグループ、スポーツ関係のグループやクラブ、 

趣味関係のグループ、学習、教養サークルの参加頻度    （単数回答） 

 

＜参加頻度＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会・グループ等の参加頻度においては、「週４回以上」と「週２～３回以上」と「週１回」と「月１～

３回」を合わせた『月１回以上』の参加では、「ボランティアグループ」が21.8％、「スポーツ関係のグ

ループやクラブ」が29.2％、「趣味関係のグループ」が27.0％、「学習、教養サークル」が6.1％となって

います。 

  

（n=456）

（n=456）

（n=456）

（n=456）

趣味関係のグループ

学習・教養サークル

ボランティアの
グループ

スポーツ関係の
グループやクラブ

2.9

2.9

2.0

2.9

7.7

4.8

0.9

5.5 

12.5 

9.9 

1.5 

10.5 

6.1 

10.3 

3.7 

15.1 

4.4 

7.2 

5.0 

57.2 

62.3 

61.2 

82.9 

5.9

4.2

4.6

5.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

週４回以上 週２～３回 週１回 月１～３回

年に数回 参加していない 無回答
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②地域住民の有志によるグループ活動 

【一般高齢者】いきいきした地域づくりへの参加意向（単数回答） 

 

＜参加者としての参加意向＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いきいきした地域づくりへの参加者としての参加意向においては、「是非参加したい」が8.6％、「参加

してもよい」が51.8％、「参加したくない」が29.4％、「既に参加している」が6.1％となっています。 

年齢別にみると、前期高齢者では「参加してもよい」が57.0％と、後期高齢者に比べて11.9ポイント

多くなっています。 

 

  

（n=456）

男性 （n=217）

女性 （n=234）

前期高齢者 （n=258）

後期高齢者 （n=195）

全　体

性
　
別

年
齢
別

8.6

8.8

8.5

7.4

10.3

51.8

54.4

49.6

57.0

45.1

29.4 

28.6 

29.9 

25.2 

34.4 

6.1 

4.6 

7.3 

6.6 

5.6 

4.2 

3.7 

4.7 

3.9 

4.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない

既に参加している 無回答
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＜企画・運営側としての参加意向＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いきいきした地域づくりへの企画・運営側としての参加意向においては、「是非参加したい」が2.9％、

「参加してもよい」が42.5％、「参加したくない」が44.1％、「既に参加している」が4.8％となっていま

す。 

性別にみると、男性では「参加してもよい」が50.2％と最も多くなっています。 

年齢別にみると、前期高齢者では「参加してもよい」が45.3％と最も多くなっています。 

  

（n=456）

男性 （n=217）

女性 （n=234）

前期高齢者 （n=258）

後期高齢者 （n=195）

全　体

性
　
別

年
齢
別

2.9

3.2

2.6

3.5

2.1

42.5

50.2

35.5

45.3

39.0

44.1 

40.1 

47.4 

40.3 

48.7 

4.8 

2.3 

7.3 

5.4 

4.1 

5.7 

4.1 

7.3 

5.4 

6.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない

既に参加している 無回答
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③近所付き合い 

【一般高齢者】地域（近所）の人とのかかわりの程度（単数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域（近所）の人とのかかわりの程度においては、「相談し合える人がいる」が22.8％、「立ち話をす

る人がいる」が50.9％、「あいさつをする人がいる」が21.5％、「付き合いはない」が2.4％となっていま

す。 

性別にみると、女性では「相談し合える人がいる」が29.1％と、男性に比べて13.0ポイント多くなっ

ています。 

 

  

（n=456）

男性 （n=217）

女性 （n=234）

前期高齢者 （n=258）

後期高齢者 （n=195）

全　体

性
　
別

年
齢
別

22.8

16.1

29.1

19.0

28.2

50.9

50.2

52.6

51.9

49.2

21.5 

27.2 

15.0 

25.2 

16.4 

2.4 

3.7 

1.3 

1.9 

3.1 

2.4 

2.8 

2.1 

1.9 

3.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

相談し合える人がいる 立ち話をする人がいる

あいさつをする人がいる 付き合いはない

無回答
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【第２号被保険者】近所付き合いの程度（単数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近所付き合いの程度においては、「困ったときにお互いに助け合える人がいる」が34.5％、「話をする

人はいるが、困ったときに助け合う人はいない」が21.6％、「あいさつをする程度である」が39.9％、「近

所付き合いをほとんどしていない」が3.7％となっています。 

就労の有無別にみると、働いていないでは「困ったときにお互いに助け合える人がいる」が40.5％と

最も多くなっています。 

 

 

  

（n=328）

男性 （n=139）

女性 （n=181）

働いている （n=289）

働いていない （n=37）

全　体

性
　
別

就
労
の
有
無

34.5

34.5

35.4

33.6

40.5

21.6

21.6

21.0

22.1

18.9

39.9 

40.3 

39.8 

40.5 

35.1 

3.7 

2.9 

3.9 

3.5 

5.4 

0.3 

0.7 

0.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

困ったときにお互いに助け合える人がいる

話をする人はいるが、困ったときに助け合う人はいない

あいさつをする程度である

近所付き合いをほとんどしていない

無回答
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④困った時の助け合い 

【一般高齢者】困った時に助け合い、支え合う地域と思うかどうか（単数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

困った時に助け合い、支え合う地域と思うかどうかにおいては、「そう思う」が25.4％、「どちらかと

いえばそう思う」が50.9％、「どちらかといえばそう思わない」が12.9％、「そう思わない」が7.9％と

なっています。 

 

  

（n=456）

男性 （n=217）

女性 （n=234）

前期高齢者 （n=258）

後期高齢者 （n=195）

全　体

性
　
別

年
齢
別

25.4

25.8

25.2

22.5

29.7

50.9

50.2

51.3

52.7

48.2

12.9 

12.0 

13.7 

14.0 

11.3 

7.9 

10.1 

6.0 

8.5 

7.2 

2.9 

1.8 

3.8 

2.3 

3.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

無回答
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【第２号被保険者】地域での見守りや助け合いの活動実施の程度（単数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域での見守りや助け合いの活動実施の程度においては、「わからない」が40.2％と最も多く、次いで

「ある程度は行われている」が32.0％、「あまり行われていない」が19.2％などとなっています。 

性別にみると、男性では「ある程度は行われている」が37.4％と最も多くなっています。 

  

（n=328）

男性 （n=139）

女性 （n=181）

働いている （n=289）

働いていない （n=37）

全　体

性
　
別

就
労
の
有
無

1.8

1.4

2.2

1.7

32.0

37.4

28.7

32.2

32.4

19.2 

23.7 

14.9 

19.7 

16.2 

6.1 

6.5 

5.5 

6.2 

5.4 

40.2 

30.9 

47.5 

39.4 

45.9 

0.6 

1.1 

0.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

かなり活発に行われている ある程度は行われている

あまり行われていない まったく行われていない

わからない 無回答



22 

【第２号被保険者】地域での見守りや助け合いの活動への参加意向（単数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者への声かけや訪問などの活動への参加意向においては、「参加したい」が37.2％、「参加したく

ない」が57.0％となっています。 

就労の有無別にみると、働いているでは「参加したい」が38.8％と、働いていないに比べて17.2ポイ

ント多くなっています。  

（n=328）

男性 （n=139）

女性 （n=181）

働いている （n=289）

働いていない （n=37）

全　体

性
　
別

就
労
の
有
無

37.2

35.3

38.7

38.8

21.6

57.0

61.2

54.7

56.1

67.6

5.8 

3.6 

6.6 

5.2 

10.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

参加したい 参加したくない 無回答



23 

⑤地域包括支援センター 

【一般高齢者】【要支援・要介護認定者】【第２号被保険者】 

「地域包括支援センター」の認知状況（単数回答） 

 

＜一般高齢者＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括支援センターの認知状況においては、「知っている」が21.3％、「名前は聞いたことがあるが、

役割までは知らない」が35.7％、「地域包括支援センターの存在を知らない」が36.0％となっています。 

 

  

（n=456）

男性 （n=217）

女性 （n=234）

前期高齢者 （n=258）

後期高齢者 （n=195）

全　体

性
　
別

年
齢
別

21.3

19.8

23.1

22.9

19.0

35.7

37.3

34.6

36.4

35.4

36.0 

38.7 

32.9 

36.8 

34.4 

7.0 

4.1 

9.4 

3.9 

11.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている

名前は聞いたことがあるが、役割までは知らない

地域包括支援センターの存在を知らない

無回答



24 

＜要支援・要介護認定者＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括支援センターの認知状況においては、「知っている」が29.2％、「名前は聞いたことがあるが、

役割までは知らない」が35.4％、「地域包括支援センターの存在を知らない」が33.3％となっています。 

 

＜第２号被保険者＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括支援センターの認知状況においては、「役割を知っている」が22.0％、「名前は聞いたことが

あるが、役割までは知らない」が39.6％、「知らない」が38.1％となっています。 

就労の有無別にみると、働いているでは「知らない」が39.4％と最も多くなっています。  

（n=328）

男性 （n=139）

女性 （n=181）

働いている （n=289）

働いていない （n=37）

全　体

性
　
別

就
労
の
有
無

22.0

17.3

25.4

21.5

21.6

39.6

42.4

37.0

38.8

48.6

38.1 

40.3 

37.0 

39.4 

29.7 

0.3 

0.6 

0.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

役割を知っている

名前は聞いたことがあるが、役割までは知らない

知らない

無回答

知っている

29.2%

名前は聞いたことがあるが、

役割までは知らない

35.4%

地域包括支援センターの

存在を知らない

33.3%

無回答

2.1%

（n=96）
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（４）介護保険について 

①介護保険料 

【一般高齢者】【要支援・要介護認定者】 

介護保険サービスを充実させるために費用負担が増えることへの考え方（単数回答） 

 

＜一般高齢者＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険サービスを充実させるために費用負担が増えることへの考え方においては、「介護保険サー

ビスは利用者数の増加分に抑え、介護保険料は最低限の増加に留めてほしい」が41.9％と最も多く、次

いで「介護保険サービスを充実させてほしいので、介護保険料が高くなってもしかたない」が19.5％、

「わからない」が12.9％などとなっています。 

  

（n=456）

男性 （n=217）

女性 （n=234）

前期高齢者 （n=258）

後期高齢者 （n=195）

全　体

性
　
別

年
齢
別

19.5

20.7

18.8

19.8

19.0

41.9

41.9

42.7

44.6

38.5

11.6 

9.7 

12.4 

8.9 

14.9 

3.5 

3.7 

3.4 

3.5 

3.6 

2.0 

3.2 

0.9 

1.9 

2.1 

12.9 

12.9 

12.4 

15.5 

9.7 

8.6

7.8

9.4

5.8

12.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

介護保険サービスを充実させてほしいので、

介護保険料が高くなってもしかたない

介護保険サービスは利用者数の増加分に抑え、

介護保険料は最低限の増加に留めてほしい

介護保険サービスがある程度少なくなっても構わないので、

介護保険料は現状を維持してほしい

介護保険サービスが大幅に少なくなっても構わないので、

介護保険料は下げてほしい

その他

わからない

無回答
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＜要支援・要介護認定者＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険サービスを充実させるために、費用負担が増えることへの考え方においては、「介護保険サー

ビスは利用者数の増加分に抑え、介護保険料は最低限の増加に留めてほしい」が44.8％と最も多く、次

いで「介護保険サービスを充実させてほしいので、介護保険料が高くなってもしかたない」が15.6％、

「わからない」が12.5％などとなっています。 

 

  

介護保険サービスを

充実させてほしいので、

介護保険料が高くなってもしかたない

15.6%

介護保険サービスは

利用者数の増加分に抑え、

介護保険料は最低限の増加に

留めてほしい

44.8%

介護保険サービスがある程度

少なくなっても構わないので、

介護保険料は現状を維持してほしい

7.3%

介護保険サービスが大幅に

少なくなっても構わないので、

介護保険料は下げてほしい

8.3%

その他

5.2%

わからない

12.5%

無回答

6.3%

（n=96）
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【第２号被保険者】40歳以上の介護保険料負担への考え方（単数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40歳以上の介護保険料負担への考え方においては、「社会保障制度であるので、負担することは当然

だと思う」が73.8％、「高齢者が多く負担すべきだと思う」が6.7％、「利用者が多く負担すべきだと思う」

が11.0％などとなっています。 

 

  

（n=328）

男性 （n=139）

女性 （n=181）

働いている （n=289）

働いていない （n=37）

全　体

性
　
別

就
労
の
有
無

73.8

75.5

72.9

73.7

78.4

6.7

6.5

7.2

6.6

5.4

11.0 

12.9 

8.3 

11.8 

5.4 

6.7 

4.3 

8.8 

6.2 

8.1 

1.8 

0.7 

2.8 

1.7 

2.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

社会保障制度であるので、負担することは当然だと思う

高齢者が多く負担すべきだと思う

利用者が多く負担すべきだと思う

その他

無回答
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【第２号被保険者】介護保険料が増額しても、町に特別養護老人ホーム等の設備が必要だと思う

かどうか（単数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別養護老人ホーム等の施設の必要性においては、「必要だと思う」が58.2％、「必要ないと思う」が

23.2％などとなっています。 

性別にみると、男性では「必要だと思う」が66.9％と、女性に比べて16.1ポイント多くなっています。 

就労の有無別にみると、働いているでは「必要だと思う」が61.2％と、働いていないに比べて26.1ポ

イント多くなっています。 

 

 

  

（n=328）

男性 （n=139）

女性 （n=181）

働いている （n=289）

働いていない （n=37）

全　体

性
　
別

就
労
の
有
無

58.2

66.9

50.8

61.2

35.1

23.2

20.9

25.4

22.1

32.4

11.6 

8.6 

14.4 

10.7 

16.2 

7.0 

3.6 

9.4 

5.9 

16.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

必要だと思う 必要ないと思う その他 無回答
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②介護保険制度 

【要支援・要介護認定者】介護保険制度全般の満足度（単数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険制度全般の満足度においては、「満足している」が9.4％、「どちらかといえば満足している」

が53.1％、「どちらかといえば満足していない」が18.8％、「満足していない」が5.2％となっています。 

 

 

  

満足している

9.4%

どちらかといえば

満足している

53.1%どちらかといえば

満足していない

18.8%

満足していない

5.2%

無回答

13.5%

（n=96）
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（５）介護について 

①介護について 

【要支援・要介護認定者】主な介護者が介護する上で困っていること（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な介護者が介護する上で困っていることにおいては、「心身の負担が大きい」が35.7％と最も多く、

次いで「自分の時間が持てない、自分の仕事ができない」が21.4％、「本人が介護サービスを使いたがら

ない」と「経済的な負担が大きい」が12.5％などとなっています。また、「特にない」が28.6％となって

います。 

 

  

心身の負担が大きい

自分の時間が持てない、自分の仕事ができない

本人が介護サービスを使いたがらない

経済的な負担が大きい

別居のため、介護に出向くのが大変

介護の方法がわからない

家族や近隣の方などの理解が足りない

その他

特にない

無回答

35.7

21.4

12.5

12.5

7.1

3.6

0.0

7.1

28.6

12.5

0% 10% 20% 30% 40%

（n=56）
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【要支援・要介護認定者】自宅での介護が難しいと思われる理由（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自宅での介護が難しいと思われる理由においては、「家族が仕事をしているなど、介護の時間が十分

とれないから」が48.2％と最も多く、次いで「家族が高齢や身体が弱いなど、十分な介護ができないか

ら」と「緊急時の対応が不安だから」が32.1％、「介護のための部屋がない、入浴しにくいなど住宅の構

造に問題があるから」が14.3％などとなっています。 

 

  

家族が仕事をしているなど、介護の時間が
十分とれないから

家族が高齢や身体が弱いなど、十分な介護が
できないから

緊急時の対応が不安だから

介護のための部屋がない、入浴しにくいなど
住宅の構造に問題があるから

自宅で受けられる介護保険サービスが不十分
だから

その他

特にない

無回答

48.2

32.1

32.1

14.3

8.9

5.4

8.9

10.7

0% 10% 20% 30% 40% 50%

（n=56）
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【第２号被保険者】介護することが必要となった際の仕事の意向（単数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護することが必要となった際の仕事の意向においては、「介護保険サービスや介護休暇などの制度

を利用して仕事と介護を両立させる」が57.6％と最も多く、次いで「わからない」が17.1％、「自分のほ

かに介護に携わることのできる親族がいるので、仕事を継続する」が8.8％などとなっています。 

性別にみると、男性では「自分のほかに介護に携わることのできる親族がいるので、仕事を継続する」

が17.3％と、女性に比べて15.1ポイント多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

  

（n=328）

男性 （n=139）

女性 （n=181）

働いている （n=289）

働いていない （n=37）

全　体

性
　
別

就
労
の
有
無

5.8

5.0

6.1

5.2

10.8

57.6

56.8

58.6

63.7

10.8

8.8 

17.3 

2.2 

10.0 

8.5 

2.9 

13.3 

1.0 

67.6 

0.9 

1.4 

0.6 

0.7 

17.1 

16.5 

17.1 

18.7 

5.4 

1.2

2.2

0.7

5.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

仕事を辞めて自分で介護をする（又はすでに辞めた）

介護保険サービスや介護休暇などの制度を利用して仕事と介護を両立させる

自分のほかに介護に携わることのできる親族がいるので、仕事を継続する

もともと仕事をしていない

その他

わからない

無回答
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４ 日常生活圏域の設定 

（１）日常生活圏域の考え方 

日常生活圏域とは、「住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の

社会的条件、公的介護施設等の整備状況その他を総合的に勘案して市町村が定めるもの」とされていま

す。 

第３期以降の市町村介護保険事業計画では、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続することができる

よう、市町村をいくつかの『日常生活圏域』に区分し、その圏域ごとに各サービス利用見込量を定める

とともに、地域密着型サービスの必要利用者定員総数を算定することになっています。 

（介護保険法第117条第２項） 

 

（２）日常生活圏域の設定 

日常生活圏域の設定について、国の基本的な考え方では、「高齢者の生活の継続性、介護資源の地域格

差の是正、介護資源を拡充するための財源等を総合的に判断すると、人口２～３万人程度で１圏域とす

ることが望ましい」とされています。 

当町は総面積15.22㎢と非常にコンパクトで、実際に住民が居住している区域や介護及び福祉に関す

る社会資源も集中しています。このため、当町では地理的条件、人口、交通事情、介護給付等対象サー

ビスを提供するための施設整備状況等を総合的に勘案し、町内全域を１圏域と設定します。 
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５ 将来推計 

（１）高齢者人口の推計 

高齢者人口の推計をみると、第９期計画期間中には高齢者数は増加傾向にありますが、その後減少に

転じ、令和22（2040）年度には1,295人となっています。前期・後期の内訳でみると、後期高齢者の割合

は前期高齢者の割合を上回って推移し、令和22（2040）年度では762人と約６割を占める見込みとなって

います。 

＜高齢者人口の推計＞ 

単位／上段：人、下段：％ 

 
令和５年度 

(2023年度) 

令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

（2025年度） 

令和８年度 

（2026年度） 

令和12年度 

（2030年度） 

令和17年度 

（2035年度） 

令和22年度 

（2040年度） 

前期 

高齢者 

626 616 608 609 590 564 533 

48.6 47.6 46.8 46.5 44.4 42.5 41.2 

後期 

高齢者 

662 679 692 701 740 764 762 

51.4 52.4 53.2 53.5 55.6 57.5 58.8 

高齢者計 1,288 1,295 1,300 1,310 1,330 1,328 1,295 

資料：見える化システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：見える化システム 

 

 

  

626 616 608 609 590 564 533

662 679 692 701 740 764 762

48.6% 47.6% 46.8% 46.5% 44.4%

42.5% 41.2%

51.4% 52.4% 53.2% 53.5% 55.6% 57.5% 58.8%

0人

500人

1,000人

1,500人

2,000人

2,500人

令和５年度

（2023年度）

令和６年度

（2024年度）

令和７年度

（2025年度）

令和８年度

（2026年度）

令和12年度

（2030年度）

令和17年度

（2035年度）

令和22年度

（2040年度）

前期高齢者数 後期高齢者数

前期高齢者割合 後期高齢者割合
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（２）要支援・要介護認定者の推計 

要支援・要介護認定者の推計をみると、第９期計画期間の要支援・要介護認定者及び認定率はおおむ

ね横ばいで推移すると見込まれ、最終年度の令和８（2026）年度では、要支援・要介護認定者が204人、

認定率は15.6％と推測されています。 

＜要支援・要介護認定者の推計＞ 

単位：人 

 第８期【実績】 第９期【推計】 

令和３年度 

（2021年度） 

令和４年度 

（2022年度） 

令和５年度 

（2023年度） 

令和６年度 

（2024年度） 

令和７年度 

（2025年度） 

令和８年度 

（2026年度） 

認定者数 193 189 197 201 200 204 

 要支援１ 7 16 17 18 18 19 

要支援２ 23 20 26 28 28 28 

要介護１ 31 34 38 40 40 38 

要介護２ 37 41 45 45 46 46 

要介護３ 39 36 33 33 33 34 

要介護４ 36 28 22 22 21 22 

要介護５ 20 14 16 15 14 17 

高齢者人口 1,275 1,282 1,288 1,295 1,300 1,310 

認定率（％） 15.1 14.7 15.3 15.5 15.4 15.6 

資料：見える化システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：見える化システム 

 

  

30 36 43 46 46 47

163 153 154 155 154 157

193 189 197 201 200 204

15.1% 14.7% 15.3% 15.5% 15.4% 15.6%

0人

100人

200人

300人

400人

令和３年度

（2021年度）

令和４年度

（2022年度）

令和５年度

（2023年度）

令和６年度

（2024年度）

令和７年度

（2025年度）

令和８年度

（2026年度）

要支援者 要介護者 認定率
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（３）要支援・要介護認定者の将来推計 

令和22（2040）年度までの要支援・要介護認定者を推計すると、下表のとおりになります。 

令和22（2040）年度においては、要支援・要介護認定者は240人、認定率は18.5％まで増加することが

見込まれています。 

＜要支援・要介護認定者の将来推計＞ 

単位：人 

 将来推計 

令和12年度 

（2030年度） 

令和17年度 

（2035年度） 

令和22年度 

（2040年度） 

認定者数 213 225 240 

 要支援１ 19 21 23 

要支援２ 30 30 29 

要介護１ 42 42 46 

要介護２ 49 52 55 

要介護３ 35 38 42 

要介護４ 22 25 26 

要介護５ 16 17 19 

高齢者人口 1,330 1,328 1,295 

認定率（％） 16.0 16.9 18.5 

資料：見える化システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：見える化システム 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１ 計画の基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画の基本理念は、第８期計画の「一人ひとりが住み慣れた地域で健康で生きがいを持ち安心して

生活できるまちづくり」という基本理念の考え方を継承するとともに、今後予想される、超高齢化社会

による介護サービスの需要過多や、人口減少にともなう介護人材不足等の困難な時代を乗り切るために

も、フレイル予防の充実化を図り重症化を防ぐこと、全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、

高め合うことができる社会の実現に向け『地域でささえあい、いきいきといつまでも自分らしく健康に

暮らせるまちづくり』と定めます。 

  

地域でささえあい、いきいきといつまでも 

自分らしく健康に暮らせるまちづくり 
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２ 計画の基本目標 

当町の現状や課題、住民のニーズ等を踏まえ、基本理念の実現に向けて、下記の３項目を計画の基本

目標とし、それぞれの施策や事業を展開していきます。 

基本目標Ⅰ 心身ともに健やかに、いきいきと暮らせるまちづくり 

誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを実現していくためには、心身が健康であることや誰もが

社会の一員として活躍できる社会を実現していくことが重要です。 

ライフステージに応じた健康づくり事業を展開し、自ら健康づくりに取り組める環境の整備や、要介

護状態とならないような介護予防・重度化防止施策の展開、認知症になっても安心して生活できる環境

を整備していきます。また、誰もが社会の一員としていきいきと暮らせるように、就労支援やスポーツ・

文化活動への参加を促進し、高齢者の社会参加を充実させます。 

基本目標Ⅱ みんなで支えあい、安心して暮らせるまちづくり 

高齢化や支え手が減少していく中、地域に住むすべての人が地域の一員として地域課題の解決に取り

組み、支えあうことができる環境を整備していくことが必要不可欠です。 

地域で安心した生活ができるような環境の整備を図るとともに、地域住民がともに支えあうことがで

きるまちづくりを推進していきます。 

 

基本目標Ⅲ 住み慣れた地域で、安心して介護が受けられるまちづくり 

誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを実現していくためには、地域共生社会の根幹となる地域

包括ケアシステムの深化が重要となります。 

地域包括支援センターを中心に、地域課題の解決に向けた取組や在宅医療体制の整備、認知症施策の

推進、介護保険サービスを始めとした高齢者を支える様々なサービスの充実を図ります。また、全国的

に課題となっている介護人材の確保や家族介護者の支援等、安心して介護が受けられる環境も整備して

いきます。 
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３ 体系図 

以下の体系図で事業を展開していきます。 

 

 

 
基本目標 基本方針 施策の方向

（３）スポーツ・レクリエーション活動の支援２　積極的な社会参加の推進

（４）フレイル予防の推進

（１）寿クラブ活動の充実

１　生活習慣病予防の推進

（１）健康診査・がん検診の充実

（２）健康教育の充実

（１）交通安全対策と防犯体制の充実

（２）消費者被害の防止対策の充実

（４）ボランティア活動の推進

（５）移動支援の充実

（１）地域包括支援センターの機能強化

（２）地域ケア会議の充実

（３）災害時要援護者対策の充実

（４）感染症対策の推進

（５）孤立化対策の充実（ひとり暮らし高齢者の安否確認）

（１）ユニバーサルデザインのまちづくりの推進

（４）家族介護支援の推進

（５）生活支援サービスの体制整備事業の推進

（１）認知症対策の推進

（２）権利擁護の推進

２　介護予防の推進・
    日常生活支援総合事業の推進

（１）一般介護予防事業の推進

（２）介護予防・生活支援サービス事業の充実

（２）軽度生活援助（ホームヘルプサービス）

（３）訪問理美容サービス

（１）配食サービス

（６）介護用品支給事業

（４）緊急通報システム

（５）いきいき交流会活動への支援

（３）地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス

（１）養護老人ホーム

（１）居宅サービス・介護予防サービスの提供体制の確保

（２）施設サービス

（４）サービス付き高齢者住宅

（５）自費宿泊施設の整備

６　高齢者の住まいの確保

（２）軽費老人ホーム（ケアハウス）

（３）有料老人ホーム

（１）高齢者就労環境の整備促進
３　高齢者の雇用・就労支援の
　　充実

Ⅰ

心身ともに
健やかに、
いきいきと
暮らせる
まちづくり

１　安心・安全なまちづくりの
　　実現

２　すべての人が住みやすい
    生活環境の整備

１　地域包括ケアシステムの
　　深化と推進

（３）在宅医療・介護の連携推進強化

（２）住まいに関する支援体制の充実

（２）生涯学習の充実

（３）健康相談の充実

７　自立支援・重度化防止に
　　向けた取組の推進

Ⅲ

住み慣れた
地域で、
安心して
介護が
受けられる
まちづくり

Ⅱ

みんなで
支えあい、
安心して
暮らせる
まちづくり

４　生活支援サービスの充実

５　介護サービス（予防給付・
    介護給付）の推進

３　認知症対策と権利擁護の推進
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第４章 施策の展開 

基本目標Ⅰ 心身ともに健やかに、いきいきと暮らせるまちづくり 

１ 生活習慣病予防の推進 

高齢者が心身ともに健康であることは、元気な高齢者を増やしていくための根幹となるものです。心

身の健康を維持していくためには、日頃から自ら健康づくりに取り組むことや健康診査等を通じて疾病

の早期発見や早期治療につなげる体制を整備していくことが必要です。 

健康診査・がん検診の充実や健康教育の充実、健康相談の充実、フレイル予防の推進を行うことで、

高齢者の健康づくりや介護予防・重度化防止につなげていきます。 

 

 

 

（１）健康診査・がん検診の充実 

① 特定健康診査・特定保健指導  

特定健康診査・特定保健指導の実施については、「特定健康診査等実施計画」に基づき、受診率等の向

上を図ります。特定健康診査は、健診機関等の関係機関と協議しながら、質の高い健診ができるよう努

めます。 

特定保健指導は、特定健康診査の結果により、生活習慣病を引き起こす可能性が高い方を対象に実施

していきます。対象者に対しては、生活改善に取り組み、継続的な自己管理を行えるよう具体的行動プ

ランを提案し、健康的な生活が維持できるよう支援します。 

健康運動教室や各種健康づくり教室などと連携し、わかりやすく効果的な特定保健指導の実施に努め

ます。 

② 後期高齢者健康診査  

75歳以上の高齢者（後期高齢者）を対象に、疾病の早期発見や健康の保持増進を図ることを目的に健

診を実施します。 

定期的に医療機関にかかる人に対しても健診を受けることの重要性を発信し、受診勧奨の強化に努め

ます。 

③ がん検診  

がんの早期発見・早期治療につなげるため、20歳以上の町民を対象として、胃がん、肺がん、大腸が

ん等の各種がん検診を特定健診に合わせて実施するとともに、休日にも受けられる体制を整備して受診

率向上を図ります。また、健康教育、広報等を利用し受診勧奨やがんの予防に関してわかりやすく、受

診につながるような知識の普及や啓発に努めます。 

  

施策の方向 
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（２）健康教育の充実 

生活習慣病の予防に向けて、糖尿病やＣＫＤ（慢性腎臓病）予防のための講演会等を実施し、健康増

進についての意識の向上につなげます。 

（３）健康相談の充実 

気軽に相談でき、自分の健康について振り返る機会を設けることにより、生活習慣病予防、健康増進

についての意識を高めます。 

各地区巡回健康相談について、住民に広くＰＲして認知度の向上を図るとともに、相談しやすい体制

を検討します。 

（４）フレイル予防の推進 

健康運動教室や健康相談、その他健診の機会等を通じてフレイルに関する周知啓発と予防の普及に努

めます。 

事業の推進にあたっては実態把握事業や特定健診の結果等を精査し、フレイルの可能性が高い高齢者

を把握し、その時の心身の状況に応じて適切な保健指導や医療サービス、介護サービス等の活用につな

げます。 

① 保健事業と介護予防の一体的実施  

国保データベース（ＫＤＢ）システムを活用した健康地域課題を分析し、リスクのある高齢者に対し

て低栄養防止・重症化予防などの個別指導を行います。 

また、通いの場等への積極的な関与を行い、フレイル予防などの集団指導を行います。 

 

指標 現状値 目標値 出典 

特定健診受診率 42.7％ 45.0％ 
特定健康診査法定報告 

（令和３年度） 

後期高齢者健康診査の受診率 14.2％ 15.0％ 
庁内資料 

（令和３年度） 

健康相談 
開催回数 20回 20回 庁内資料 

延べ相談件数 48件 100件 庁内資料 

主観的健康観が 

「とても健康」＋「まあ健康」の割合 
13.8％ 18.0％ 

介護予防・日常生活 

圏域ニーズ調査 

※現状値は令和４年度実績（以下同様） 
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２ 積極的な社会参加の推進 

社会参加は生きがいづくりや高齢者の社会における居場所づくりにつながるため、高齢者が心身とも

に健康であるためにも、日々の健康づくり活動等とともに、社会参加を積極的に行うことも重要です。

また、高齢者が積極的に参加できるような機会の充実だけではなく、社会参加を促進する移動支援も併

せて実施していく必要があります。 

寿クラブ活動の充実や生涯学習の充実、スポーツ・レクリエーション活動の推進、ボランティア活動

の推進、移動支援の充実を通じて、社会福祉協議会、教育委員会と連携し、高齢者の積極的な社会参加

を推進します。 

 

 

 

（１）寿クラブ活動の充実 

地域における高齢者の生きがいと健康づくりを推進するため、社会福祉協議会への委託により寿クラ

ブ活動の自主的な運営を支援します。高齢者同士が活動を通してより一層親睦を深めるとともに、活動

を通した地域貢献を促して世代間交流を活発にし、寿クラブ活動が地域社会の中で広く認知されるよう

努めます。 

（２）生涯学習の充実 

高齢者の興味のある分野を取り入れる等、高齢者のニーズに合った生涯学習の機会を提供できるよう、

適正なニーズの把握・学習内容の検討・指導者の確保を行います。 

また、より多くの人が興味を持って参加できるよう、新たな分野の講座や教室の企画を検討します。 

（３）スポーツ・レクリエーション活動の支援 

誰もがスポーツ・レクリエーション活動を楽しむことができるよう、活動内容を検討します。 

高齢者が気軽に参加できるよう、活動情報の周知を図ります。 

（４）ボランティア活動の推進 

社会福祉協議会との連携を強化し、高齢者のボランティア活動を推進するため、あらゆる機会を通じ

てボランティア活動に対する関心を高めるとともに、町民のニーズを積極的に把握し、支援を展開する

ことで、地域福祉のコミュニティの形成を図ります。 

  

施策の方向 
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（５）移動支援の充実 

在宅サービスへのニーズと移動支援、公共交通網の拡充に対するニーズを踏まえ、身体の状況に関わ

らず誰もが積極的に社会参加ができるよう移動支援の充実に努めます。 

 

指標 現状値 目標値 出典 

地区寿クラブの設置数 ５か所 ５か所 庁内資料 

ボランティア等に参加している高齢者の割合 

（※月１回以上） 
21.8％ 30.0％ 

介護予防・日常生活 

圏域ニーズ調査 

スポーツ関係のグループ等に参加している 

高齢者の割合（※月１回以上） 
29.2％ 35.0％ 

介護予防・日常生活 

圏域ニーズ調査 

趣味関係のグループに参加している高齢者の 

割合（※月１回以上） 
27.0％ 30.0％ 

介護予防・日常生活 

圏域ニーズ調査 

学習・教養サークルに参加している高齢者の 

割合（※月１回以上） 
6.1％ 13.0％ 

介護予防・日常生活 

圏域ニーズ調査 
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３ 高齢者の雇用・就労支援の充実 

少子高齢化の進行により、生産年齢人口が減少する中、高齢者の就労を促進することが重要です。ま

た、高齢者の就労は心身の健康にもつながるため、介護予防・重度化防止の取組にもなります。 

高齢者の就労環境の整備を促進することで、高齢者の雇用・就労支援を充実させます。 

 

 

 

（１）高齢者就労環境の整備促進 

働く意欲のある高齢者が生涯にわたって働き続けることができる社会の実現に向けて、シルバー人材

センターとの連携を強化するとともに、町内の企業に対して高齢者雇用の促進を呼びかけ、延長雇用や

再雇用、新規雇用の機会の増加を図ります。 

また、関係機関と連携して高齢者の「雇用の創出」や「雇用の場の確保」に向けた施策を展開すると

ともに、新たなネットワークづくりや就労的活動支援コーディネーターの設置を検討します。 

 

指標 現状値 目標値 出典 

収入のある仕事をしている高齢者の割合 34.4％ 36.4％ 
介護予防・日常生活 

圏域ニーズ調査 

就労的活動支援コーディネーターの配置 ０人 １人 庁内資料 

  

施策の方向 
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基本目標Ⅱ みんなで支えあい、安心して暮らせるまちづくり 

１ 安心・安全なまちづくりの実現 

誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを実現していくためには、安心・安全な環境整備は必要不

可欠です。犯罪や事故に遭わないような環境整備だけではなく、災害時や感染症流行等の緊急時におい

ても安心・安全に生活できる環境を整備していくことが重要です。 

交通安全対策と防犯体制の充実や消費者被害の防止対策の充実、災害時要援護者対策の充実、感染症

対策の推進、孤立化対策の充実を展開することで、安心・安全なまちづくりを実現します。 

 

 

 

（１）交通安全対策と防犯体制の充実 

交通ルールや多発している詐欺等の情報を情報伝達システムや広報などの媒体を通じて提供し、町民

の交通安全意識と防犯意識向上を図ります。 

また、警察等と連携して事故や事件の実態を把握し、高齢者が犯罪の被害者となることがないよう、

幅広く広報活動を実施します。 

（２）消費者被害の防止対策の充実 

高齢者の被害が多い消費者被害に対して、日頃から注意喚起をするとともに、気軽に相談できる場と

して消費生活センターなどの周知を行い、消費者トラブルを早期に発見し、対応できる体制整備に努め

ます。 

（３）災害時要援護者対策の充実 

重度の障害者や重度の要介護者、ひとり暮らし世帯及び高齢者のみの世帯など、災害が起きたときに

支援を必要とする人への対応について、介護事業者等と連携して支援を必要とする高齢者の人数や避難

経路の確認等、情報の把握と共有に努め、個別避難支援計画の整備を図ります。 

また、個人情報に配慮して西桂町避難行動要支援者名簿への登録を推進するとともに、救急医療情報

キットの配布を促進し、円滑な避難ができる体制を整備します。 

  

施策の方向 
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（４）感染症対策の推進 

新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症等について、高齢者が正しい知識を持って感染予防

対策を実践できるように様々な媒体を通じた周知を実施します。 

また、事業者等を対象とした感染症に関する研修の実施等を検討し、介護従事者が感染症に対する理

解や知見をもって業務に従事できるよう支援していきます。 

（５）孤立化対策の充実（ひとり暮らし高齢者の安否確認） 

すべての高齢者が地域で安心して生活できるよう、見守りが必要な高齢者の実態把握に努めます。 

また、高齢者のひとり暮らし見守り訪問及び緊急通報装置貸与など、対象者の状況に応じた安否確認

を図るとともに、社会福祉協議会、民生委員・児童委員などと連携を図りながら、見守りを推進してい

きます。 

 

 
令和６年 

（2024年） 

令和７年 

（2025年） 

令和８年 

（2026年） 

令和22年 

（2040年） 

ひとり暮らし高齢者数（推計） 215人 223人 231人 240人 

参考：山梨県高齢者福祉基礎調査 
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２ すべての人が住みやすい生活環境の整備 

誰もが住みやすい生活環境を整備することは、高齢者の外出機会の増加や安全・快適なまちづくりに

つながります。誰もが利用しやすい環境を整備するとともに、暮らしやすい住環境を整備していくこと

が重要です。 

ユニバーサルデザインのまちづくりの推進や住まいに関する支援体制の充実を展開することで、すべ

ての人が住みやすい生活環境を整備していきます。 

 

 

 

（１）ユニバーサルデザインのまちづくりの推進 

豊かな福祉社会の実現に寄与するため、高齢者が安全に快適に生活できるように生活環境の整備につ

いては、関係課及び関係機関等と連携を図ります。 

（２）住まいに関する支援体制の充実 

居宅における段差や階段など、転落や転倒、怪我の危険性をもつ箇所の改修について、高齢者が利用

できる制度などをホームページや広報等により広く周知し、必要に応じて利用できるようにします。 

 

指標 現状値 目標値 出典 

住宅改修サービスの新規利用者数 35件 35件 庁内資料 

 

 

  

施策の方向 
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基本目標Ⅲ 住み慣れた地域で、安心して介護が受けられるまちづくり 

１ 地域包括ケアシステムの深化と推進 

地域包括ケアシステムは、「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が

参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、

地域を共に創っていく地域共生社会の根幹となるものです。地域共生社会の実現に向けて、誰もが住み

慣れた地域で自分らしい暮らしを実現していくための地域包括ケアシステムの深化と推進を図ること

が重要です。 

地域包括支援センターの機能強化や地域ケア会議の充実、在宅医療・介護の連携推進強化、家族介護

支援の推進、生活支援体制整備事業の推進を展開していくことで、地域包括ケアシステムを深化・推進

していきます。 

 

 

 

（１）地域包括支援センターの機能強化 

地域包括支援センターは、地域包括ケアシステムの中核機関として、介護や支援の必要な高齢者を把

握し、その人に応じた支援やサービスの提供を進められるよう、マンパワーの充実に向けて検討します。 

また、高齢者の健康づくりや介護予防、自立支援、介護保険サービス等、様々なサービスが包括的に

行われるよう、保健、医療、介護の関係機関や民生委員・児童委員、社会福祉協議会等と連携・調整し、

地域の支援ネットワークの構築を推進します。 

① 介護予防ケアマネジメント  

地域包括支援センターにおいて、生活機能が低下している高齢者を把握し、自らの改善点や自立への

意欲を引き出し、それぞれに適した介護予防プランを作成します。作成に当たっては、介護支援専門員

と連携して支援していきます。また、必要に応じてサービス担当者会議でモニタリングを行い、最終的

な効果の評価を行います。 

② 総合相談支援事業  

地域で生活する高齢者の様々な相談への対応と課題解決を図るため、地域包括支援センターの機能を

広く住民に周知し、誰もが気軽に相談できる環境整備を進めます。また、居宅介護支援専門員等と連携

し、夜間・休日にも対応できる体制の検討を進めます。 

さらに、個別訪問の実施や、民生委員・児童委員、その他関係機関との情報連携を通じて、高齢者の

状況に応じた適切なサービスの利用につなげることで、自立した生活を支援します。 

  

施策の方向 
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③ 包括的・継続的マネジメント事業  

サービス担当者会議開催支援や事例検討を通して介護支援専門員の指導・助言を行います。 

また、介護支援専門員の資質向上を目的に、研修会を開催し、地域の介護支援専門員の支援を行いま

す。 

 

指標 
第８期 実績値 第９期 計画値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

地域包括支援センターを 

知っている高齢者の割合 

(※役割まで知っている人) 

- 21.3％ - - 25.0％ - 

地域包括支援センターの 

相談件数 
114件 202件 180件 200件 200件 200件 

介護支援専門員研修会開催 ３回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

出典：庁内資料 

（２）地域ケア会議の充実 

高齢者に対する支援の充実をはじめ、それらを支える地域社会の基盤整備を推進し、地域包括ケアシ

ステムの深化を図るため、「個別課題解決機能」「ネットワーク機能」「地域課題発見機能」「地域づくり・

資源開発機能」「政策形成機能」の機能を持つ「西桂町地域包括ケア会議」を開催します。また今後は、

専門的視点を有する多職種を交えた「自立支援型地域ケア会議」を開催し、比較的介護度の低い高齢者

の「自立」を目標に、より適切で、実効性のあるケアプランを作成するため、ケアマネジャー等を含む

サービス提供側のスキルアップを図ります。 

自立支援型マネジメントを徹底することにより、健康寿命を延ばすことにつなげ、介護給付の適正化

という財政的な意義だけでなく、高齢者がいきいきと暮らし続けるために有用な取組として実施します。 

 

指標 
第８期 実績値 第９期 計画値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

地域ケア個別会議回数 ２回 ５回 ５回 ５回 ５回 ５回 

地域包括ケア会議開催回数 ２回 ３回 ３回 ３回 ３回 ３回 

自立支援型地域ケア会議 

開催回数 ０回 ０回 ０回 １回 １回 １回 

出典：庁内資料 
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（３）在宅医療・介護の連携推進強化 

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で人生の最後まで自分らしく暮らす

ことができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所などの連携を推

進するための体制の充実を図ります。また、「西桂町在宅医療介護連携推進事業」において、地域の医

療・介護の資源を把握し、在宅医療や介護に関する課題の抽出、解決に向けた検討及び協議を行い、切

れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築を推進します。 

また、地域の在宅医療・介護連携を支援する相談窓口として地域包括支援センターの周知を行うとと

もに、在宅介護や在宅での看取りについて考える機会として、在宅医療・介護普及啓発講演会の開催を

継続して行います。 

エンディングノート等を作成し、人生会議（ＡＣＰ）の普及啓発を行うことで、高齢者が人生の最後

まで自分の望む生活を送ることができるよう支援します。 

 

指標 
第８期 実績値 第９期 計画値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

在宅医療・ 

介護連携推進会議開催 
１回 １回 １回 １回 １回 １回 

在宅医療・ 

介護連携に関する相談支援 
５件 12件 10件 12件 12件 12件 

在宅医療・ 

介護普及啓発講演会開催 
０回 ０回 １回 １回 １回 １回 

在宅医療・介護普及啓発 

講演会延べ参加者数 
０人 ０人 42人 100人 100人 100人 

在宅見取りの件数 ― ２件 ７件 ８件 ９件 10件 

出典：庁内資料 

（４）家族介護支援の推進 

社会福祉協議会と協力し、介護者となる家族を対象とした介護教室等の開催を検討し、介護負担の軽

減に向けた相談や支援、介護者同士のつながりや情報交換の場を提供します。 

また、介護離職ゼロに向けて、働く介護者の相談機会の確保と介護休暇等の制度の周知に努め、家族

の人数や経済状況等、世帯の実情に応じた適切なサービスの提供を行います。 

 

指標 
第８期 実績値 第９期 計画値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

家族介護者を対象とした 

介護教室の開催 １回 ０回 ０回 １回 １回 １回 

出典：庁内資料 
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（５）生活支援体制整備事業の推進 

単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者が増加する中、医療、介護サービスの提供のみならず、

地域住民に身近な存在である町が中心となって、ＮＰＯ、民間企業、ボランティア、社会福祉協議会、

地縁組織、介護サービス事業所、寿クラブ等の生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様

な日常生活の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に行っていくことを目的に事業の推進を

図ります。 

① 生活支援コーディネーターの配置  

生活支援の担い手の養成や関係機関のネットワーク構築、地域の支援ニーズとサービス提供主体の活

動のマッチング等の役割を果たす「生活支援コーディネーター」について、町全域で活動する第１層コー

ディネーターに加え、各地区で活動する第２層コーディネーターの配置等、コーディネーターの充足を

図るとともに、コーディネーターの連携を促進し、計画的な活動を支援します。 

② 協議体の設置及び運営  

生活支援サービスの体制整備に向けて、多様な主体の参画が効果的な取組につながることから、コー

ディネーターと多様な提供主体等が参画する定期的な情報の共有及び連携・協働による体制整備を推進

するため、協議体を設置し、定期的に会議を開催します。 

 

指標 
第８期 実績値 第９期 計画値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第１層コーディネーター 

配置人数 
１人 １人 １人 １人 １人 １人 

第２層コーディネーター 

配置人数 
１人 １人 １人 １人 １人 １人 

協議体開催回数 ０回 ０回 ０回 ０回 １回 １回 

出典：庁内資料 

 

第１層コーディネーター：各地区で活動する第２層コーディネーターとは別に、より広域的

な解決を目指すべき事項や町全体の課題を共有する人員を指す。 

第２層コーディネーター：各地区で高齢者の社会参加や生活支援体制の構築を支える人員を

指し、地域の高齢者とサービス提供主体をつなげる役割を担う。 
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２ 介護予防の推進・日常生活支援総合事業の推進 

少子高齢化が進行し、介護ニーズが高まる中、元気な高齢者を増やし、介護を必要としない状態をで

きる限り維持していくための取組を推進することが必要不可欠です。そのためには、多くの高齢者が介

護予防活動に取り組み、支援が必要な高齢者に適切な支援が提供される環境を整備していくことが重要

です。 

一般介護予防事業の推進や介護予防・生活支援サービス事業の充実を通じて、介護予防・日常生活支

援総合事業を推進していきます。 

 

 

 

（１）一般介護予防事業の推進 

町独自の事業や地域において自主的な介護予防に資する活動が広く実施され、地域の高齢者が自主的

にこうした活動に参加し、介護予防に向けた取組を実施するような地域づくりを推進するとともに、地

域においてリハビリテーションに関する専門的知見を有する方を活かした自立支援に資する取組を推

進し、要介護状態になっても生きがいや役割を持って生活できる地域の構築を目指します。 

① 介護予防把握事業  

地域の実情に応じて、収集した情報等の活用により閉じこもり等の何らかの支援を要する方を把握し、

早期に介護予防活動につなげることを目的とした事業です。民生委員・児童委員や、かかりつけ医等関

係機関からの情報はもとより、後期高齢者保健事業において、医療機関未受診情報や後期高齢者質問票

等により対象者を把握し、住民主体の介護予防活動につなげる取組を実施します。 

② 介護予防普及啓発事業  

介護予防についての知識の普及や啓発を行うために、講演会の開催やパンフレットの作成及び配布等

を行います。また、介護予防教室として、元気はつらつ運動教室、転倒予防教室、認知症予防教室、口

腔機能向上教室を行っていきます。 

③ 地域介護予防活動支援事業 

地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う事業です。いきいき交流会や住民主体の通

いの場等の活動を地域の実情に応じて効果的かつ効率的に支援することを目的に実施していきます。 

今後は、広く住民が主体的に実施しているグループなどに働きかけを行い、スポーツや生涯学習、ボ

ランティア団体等、多様な取組との連携を推進します。  

施策の方向 
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④ 一般介護予防事業評価事業 

介護保険事業計画において定める目標値の達成状況や成果の検証を通じ、一般介護予防事業の評価を

行い、その結果に基づき事業の改善を図ります。 

⑤ 地域リハビリテーション活動支援事業 

地域における介護予防の取組を強化するために、通所系・訪問系サービス・地域ケア会議・サービス

担当者会議・住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職との関与を促進する事業です。 

 

指標 
第８期 実績値 第９期 計画値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

元気はつらつ 

運動教室 

実施回数 58回 87回 92回 95回 95回 95回 

延べ 

参加者数 
692人 990人 980人 1,000人 1,000人 1,000人 

転倒予防教室 

（初級コース） 

実施回数 18回 15回 15回 15回 15回 15回 

延べ 

参加者数 
209人 229人 249人 250人 250人 250人 

転倒予防教室 

(中級コース) 

実施回数 28回 30回 30回 15回 15回 15回 

延べ 

参加者数 
304人 327人 362人 400人 400人 400人 

いきいき 

健口教室 

実施回数 ０回 ０回 １回 ２回 ２回 ２回 

延べ 

参加者数 
０人 ０人 36人 60人 60人 60人 

認知症 

予防教室 

実施回数 ３回 12回 10回 12回 12回 12回 

延べ 

参加者数 
79人 238人 300人 250人 250人 250人 

いきいき百歳体

操実施支援 

実施箇所数 ３か所 ３か所 ４か所 ４か所 ４か所 ４か所 

延べ 

参加者数 
－ － － 1,920人 1,920人 2,400人 

いきいき 

交流会 

実施回数 73回 75回 77回 80回 80回 80回 

延べ 

参加者数 
1,612人 1,556人 1,689人 1,700人 1,700人 1,700人 

地域リハビリ 

テーション 

活動支援事業 

実施回数 － １回 １回 ２回 ３回 ４回 

出典：庁内資料 
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（２）介護予防・生活支援サービス事業の充実 

要支援者の介護予防や一般高齢者の健康づくりを目的とする「介護予防事業」については、介護保険

制度の改正により、介護予防と生活支援を一体的に提供する「総合事業」へ移行しました。総合事業の

うち「介護予防・生活支援サービス事業」は、把握された介護予防高齢者に対し、運動機能向上や栄養

改善などを目的に、訪問型・通所型サービスやその他の生活支援サービスの提供を行うものです。今後

は、従来の訪問型、通所型サービスに加え、多様な主体による多様な生活支援サービスの提供体制の構

築を図ります。 

① 訪問型サービス  

ホームヘルパー等が訪問し、掃除や洗濯などを利用者とともに行い、利用者自身が安心して生活でき

るように支援します。 

② 通所型サービス  

デイサービスや地域の自主活動に通い、生活機能の維持向上のための体操や食事などのサービスを提

供します。 

③ その他の生活支援サービス  

要支援者に対し、栄養改善を目的とした配食サービスや一人暮らし高齢者への見守り活動等を実施し

ます。 

④ 介護予防ケアマネジメント事業  

要支援者から依頼を受け、介護予防及び日常生活支援を目的としたサービス等を利用するための計画

を作成します。 

 

指標 
第８期 実績値 第９期 計画値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

訪問型サービス（現行相当 

サービス利用者実人数） 
10人 13人 11人 15人 16人 17人 

通所型サービス（現行相当 

サービス利用者実人数） 
14人 19人 13人 15人 16人 17人 

介護予防ケアマネジメント 

事業（件数） 
13件 10件 12件 15件 16件 17件 

出典：庁内資料 
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３ 認知症対策と権利擁護の推進 

高齢化の進行に伴い、認知症高齢者の増加が見込まれる中、認知症になっても住み慣れた地域で安全・

安心に暮らせるまちづくりを推進していくことが必要です。認知症に関する正しい知識の啓発や認知症

予防・認知症支援を充実させるとともに、高齢者の権利が守られる環境も整備していくことが重要です。 

認知症対策を推進するとともに、権利擁護の推進を図ることで、安心して生活できる環境を整備して

いきます。 

 

 

 

（１）認知症対策の推進 

認知症に関する情報について広く周知・啓発を行い、認知症への理解が深まり、早期発見・早期対応

できるよう、相談支援体制の充実を図り、認知症の人やその家族への支援体制の充実を図ります。 

① 認知症に関する広報・啓発  

町民に対して認知症に関する正しい知識や理解を普及啓発し、認知症の人や家族が安心して生活でき

るまちづくりを目指します。また、認知症相談窓口の周知徹底に努めるとともに、家族、知人などが気

軽に相談できる体制を整備し、認知症の早期発見・早期治療につながるよう支援します。 

認知症の状態に応じた適切なサービス提供の流れを示した認知症ケアパスの普及や認知症普及啓発

講演会を行います。 

② 認知症初期集中支援の推進  

医療や介護とのつながりのない高齢者や、若年性認知症が疑われる方等を対象とした認知症初期集中

支援チームによる早期の継続的・包括的な支援を、認知症サポート医、かかりつけ医等の各支援機関の

相互の連携のもと、集中的に実施していきます。 

③ 認知症カフェの推進  

認知症の人やその家族のニーズを把握するとともに、認知症の人やその家族が気軽に集い、活動でき

る場所として、認知症カフェの設置支援を行います。人とのつながりを通して認知症の人や介護する家

族等の孤立を防ぐことで介護負担の軽減を図ります。 

④ 認知症サポーター養成事業  

認知症について正しく理解し、地域の認知症高齢者やその家族を見守り、支援する認知症サポーター

の養成を推進します。また、認知症サポーターフォーローアップ講座を開催し、認知症サポーターの地

域での活動の充実を図り、認知症の人ができる限り地域の良い環境で自分らしく暮らし続けることがで

きるよう、認知症の人やその家族のニーズと認知症サポーターを中心とした支援をつなぐ仕組みである

「チームオレンジ」を整備し、共生の地域づくりを推進します。 

若年層に対する啓発や福祉教育の一環として認知症サポーター養成講座を開催するほか、認知症の人

とその家族への見守りや支援を行う事業所として登録される「認知症サポート事業所」の登録を推進し

ます。 

「チームオレンジ」：支援を必要とする認知症の人に対して、その近隣に住む認知症サポー

ターによって編成されるチームを指す。 

認知症の人やその家族に対して、生活面を中心に早期から支援を行う。  

施策の方向 
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⑤ 見守り・ＳＯＳネットワークの構築  

地域における認知症高齢者の見守り体制については、西桂町「ちょっと気がかり」ネットワーク事業

と連携するとともに、民生委員・児童委員、寿クラブ、認知症サポート事業所、地域包括支援センター

等と連携して認知症ＳＯＳネットワークの構築を図り、ひとり歩き高齢者を早期に発見できる仕組みを

構築します。 

 

指標 
第８期 実績値 第９期 計画値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

認知症にかかる相談窓口の 

認知状況 
- 22.6％ - - 30.0％ - 

認知症普及啓発講演会 

開催回数  
０回 １回 １回 １回 １回 １回 

認知症初期集支援チーム 

支援人数 
３人 ４人 １人 ４人 ４人 ５人 

認知症地域支援推進員数 ３人 ３人 ３人 ３人 ４人 ４人 

認知症カフェ設置 ０か所 ０か所 ０か所 １か所 １か所 １か所 

認知症 

サポーター 

養成講座 

開催回数 １回 １回 １回 ２回 ２回 ２回 

養成人数 ９人 ９人 ７人 20人 20人 20人 

認知症サポーター 

ステップアップ養成講座開催 
０回 ０回 ０回 ０回 １回 １回 

チームオレンジの設置 ０か所 ０か所 ０か所 ０か所 ０か所 １か所 

認知症ＳＯＳネットワーク 

設置 
０か所 ０か所 ０か所 ０か所 ０か所 １か所 

認知症サポート事業所 

登録件数 
５か所 ５か所 ５か所 ６か所 ７か所 ８か所 

出典：庁内資料 
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（２）権利擁護の推進 

高齢者の意思を尊重し、尊厳が守られるよう、高齢者虐待の防止及び相談支援、成年後見制度の利用

促進に努めます。 

① 成年後見制度等の普及啓発及び利用促進  

ひとり暮らし、認知症、知的障害、精神障害のある高齢者等で、判断能力が十分でない人が地域で安

心して生活ができるように、地域包括支援センターや社会福祉協議会と連携し、成年後見制度や日常生

活自立支援事業の利用支援等により、権利擁護の推進に努めます。また、中核機関の設置や相談支援体

制の整備等、西桂町成年後見制度利用促進計画の推進を図ります。 

② 高齢者虐待の早期発見・相談体制の充実  

高齢者虐待の対応窓口である地域包括支援センターを中心として、地域住民、民生委員・児童委員等

地域による見守り、支え合いを強化し、虐待の疑いのあるケースやハイリスク世帯の早期発見、迅速な

対応に努めるとともに、高齢者や家族に対する相談、助言、指導などの相談体制を充実します。 

また、高齢者の介護に携わる施設などの職員に対しても、講習会等を通じて、高齢者の権利擁護に関

する意識啓発に努め、介護従事者による虐待の防止を図ります。 

 

指標 
第８期 実績値 第９期 計画値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

成年後見制度の相談件数 ０件 １件 １件 ２件 ３件 ４件 

成年後見制度啓発講演会 ０回 ０回 ０回 １回 １回 １回 

高齢者虐待への対応率 対象無し 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

老人福祉施設等への措置支援率 対象無し 対象無し 対象無し 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

出典：庁内資料 
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４ 生活支援サービスの充実 

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを実現するためには、日々の生活を支える様々なサービ

スを充実させていくことが必要です。また、高齢化や核家族化の進行に伴い、ひとり暮らし高齢者をは

じめとする支援が必要な高齢者が増加する中、ニーズに合わせた支援サービスを展開していくことも必

要となります。 

配食サービスや軽度生活援助、訪問理美容サービス、緊急通報システム、いきいき交流会活動への支

援、介護用品支給事業を展開していくことで、生活支援サービスを充実させます。 

 

 

 

（１）配食サービス 

高齢や心身の障害、疾病等の理由により調理が困難な人を対象に、昼食の配食サービスを行います。 

（２）軽度生活援助（ホームヘルプサービス） 

ひとり暮らし等の高齢者を対象に、外出・散歩の付き添いや食材の買物など、軽易な日常生活上の家

事援助等を行います。 

（３）訪問理美容サービス 

寝たきり等の高齢者等を対象に、自宅を訪問して理美容サービスを行います。 

（４）緊急通報システム 

ひとり暮らし高齢者等が、緊急時に支援者に連絡して、いち早く応急処置、救急体制をとるためのシ

ステム機器を貸与します。 

（５）いきいき交流会活動への支援 

閉じこもりがちな高齢者の集う場を提供しようとするボランティア活動に対する、活動支援を行いま

す。  

施策の方向 
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（６）介護用品支給事業 

寝たきり高齢者や介護にあたる家族の経済的負担の軽減を図るため、要介護４・５に相当し、介護用

品の支給が必要と認められる在宅生活高齢者に支給します。 

 

指標 
第８期 実績値 第９期 計画値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

配食サービス       

 
利用者数（人） ９ ４ ７ ８ ９ 10 

延べ利用回数（回） 276 205 300 800 850 900 

軽度生活援助       

 
利用者数（人） １ ２ １ ２ ２ ２ 

延べ利用回数（回） ９ 23 ９ 25 25 25 

訪問理美容サービス       

 
利用者数（人） ２ ３ ３ ３ ４ ４ 

延べ利用回数（回） ５ 10 10 10 12 14 

緊急通報       

 
利用者数（人） ７ ８ 13 13 14 14 

延べ利用回数（回） 84 87 140 150 160 170 

介護用品       

 
支給者数（人） 29 21 15 15 18 20 

延べ利用回数（回） 198 157 120 120 140 160 

出典：庁内資料 
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５ 介護サービス（予防給付・介護給付）の推進 

高齢化の進行に伴い、介護ニーズが高まる一方で、アンケート調査の結果等から在宅での介護ニーズ

が高い傾向にあります。在宅での介護を実現するための居宅サービスや地域密着型サービスの充実を図

るとともに、在宅での介護が難しい高齢者を支援する施設サービスの充実も住民ニーズを捉えながら推

進していきます。また、介護現場の革新を図ることで、介護人材の確保にも取り組みます。 

 

 

 

介護現場の革新に関する取組 

シルバー人材センター等と連携し、介護現場における元気高齢者の雇用の促進を図ります。また、県

と連携したロボット、ＩＣＴの活用等を通じて、介護現場の革新を図ります。 

また、業務の効率化の観点から、介護職員・介護従業者等の負担軽減のため、国が示す方針に基づく

個々の申請様式・添付書類や手続きに関する簡素化、様式例の活用による標準化を推進し、文書量削減

等に係る取組を検討します。 

（１）居宅サービス・介護予防サービスの提供体制の確保 

① 訪問介護  

訪問介護員（ホームヘルパー）が家庭を訪問し、食事・入浴・排せつの介助などの身体介護や、調理・

掃除などの生活援助を行います。また、通院時などのための乗車または降車を含めた介助もあります。 

 
第８期 実績値 第９期 計画値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

訪問介護 

利用量 

（回/年） 
7,589 7,402 9,169 8,222 9,233 8,700 

利用者数 

（人/年） 
352 355 360 348 384 360 

 

  

施策の方向 
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② 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護  

居宅を訪問して、浴槽を提供して入浴の介護を行うものです。 

入浴は、寝たきり老人等にとって衛生面のみならず、心身両面に良い影響を与え、生活意欲を高める

ことにつながります。 

 
第８期 実績値 第９期 計画値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

訪問入浴介護 

利用量 

（回/年） 
259 167 113 116 116 116 

利用者数 

（人/年） 
58 50 48 48 48 48 

介護予防 

訪問入浴介護 

利用量 

（回/年） 
0 0 0 0 0 0 

利用者数 

（人/年） 
0 0 0 0 0 0 

合 計 

利用量 

（回/年） 
259 167 113 116 116 116 

利用者数 

（人/年） 
58 50 48 48 48 48 

 

③ 訪問看護・介護予防訪問看護  

看護師等が居宅を訪問して療養上の世話又は必要な診療の補助を行うものです。 

今後在宅で過ごす要介護者の増加が予想され、必要とする適切な医学的管理指導が訪問看護師により

行われることが求められます。利用者のサービスについての理解を進めるとともに、訪問看護師の確保

と資質の向上を図ります。 

 
第８期 実績値 第９期 計画値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

訪問看護 

利用量 

（回/年） 
1,165 1,074 1,432 1,793 1,793 1,753 

利用者数 

（人/年） 
172 163 156 180 180 168 

介護予防 

訪問看護 

利用量 

（回/年） 
27 58 52 70 70 70 

利用者数 

（人/年） 
7 22 14 24 24 24 

合 計 

利用量 

（回/年） 
1,192 1,132 1,484 1,863 1,863 1,823 

利用者数 

（人/年） 
179 185 170 204 204 192 
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④ 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション  

理学療法士（ＰＴ）や作業療法士（ＯＴ）等が居宅を訪問して、理学療法、作業療法、その他必要な

リハビリテーションを行うものです。 

今後はサービス提供事業者の参入を促すなど、専門職員を確保し、サービスを拡充していきます。 

 
第８期 実績値 第９期 計画値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

訪問リハビリ 

テーション 

利用量 

（回/年） 
216 112 20 180 180 180 

利用者数 

（人/年） 
16 10 6 12 12 12 

介護予防訪問 

リハビリ 

テーション 

利用量 

（回/年） 
88 34 127 102 102 204 

利用者数 

（人/年） 
12 ４ 22 12 12 24 

合 計 

利用量 

（回/年） 
304 146 147 282 282 384 

利用者数 

（人/年） 
28 14 28 24 24 36 

 

⑤ 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導  

医師、歯科医師、薬剤師等が居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行うものです。 

今後も、居宅療養管理指導が有効に行われ、在宅における要介護状態の軽減もしくは悪化の防止、予

防に資するよう、保健・医療・福祉の連携を進めます。 

 
第８期 実績値 第９期 計画値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

居宅療養 

管理指導 

利用者数 

（人/年） 
128 127 108 132 132 144 

介護予防居宅 

療養管理指導 

利用者数 

（人/年） 
9 5 0 12 12 12 

合 計 
利用者数 

（人/年） 
137 132 108 144 144 156 
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⑥ 通所介護  

日帰りの高齢者デイサービスセンター等に通わせ、当該施設において、入浴、食事の提供等の日常生

活上の世話、機能訓練を行うものです。 

 
第８期 実績値 第９期 計画値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

通所介護 

利用量 

（回/年） 
7,687 6,544 6,598 6,029 6,242 5,776 

利用者数 

（人/年） 
688 624 672 672 708 672 

 

⑦ 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション  

介護老人保健施設、病院等に通わせ、当該施設において、理学療法、作業療法、その他必要なリハビ

リテーションを行うものです。 

家の中で過ごすことが多い要介護者の身体機能の維持・改善につながるほか、介護者の負担軽減につ

なげていきます。 

 
第８期 実績値 第９期 計画値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

通所リハビリ 

テーション 

利用量 

（回/年） 
893 891 737 756 752 752 

利用者数 

（人/年） 
125 140 132 144 144 144 

介護予防通所 

リハビリ 

テーション 

利用者数 

（人/年） 
29 16 12 24 24 24 

合 計 

利用量 

（回/年） 
893 891 737 756 752 752 

利用者数 

（人/年） 
154 156 144 168 168 168 
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⑧ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護  

介護老人福祉施設に短期入所し、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活

上の世話、機能訓練を行うものです。 

要介護者だけでなく介護者にとっても必要性の高いサービスです。 

 
第８期 実績値 第９期 計画値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

短期入所 

生活介護 

利用量 

（日/年） 
2,531 1,943 

 

2,527 
3,305 3,305 3,160 

利用者数 

（人/年） 
229 194 180 228 228 216 

介護予防 

短期入所 

生活介護 

利用量 

（日/年） 
0 0 4 0 0 0 

利用者数 

（人/年） 
0 0 2 0 0 0 

合 計 

利用量 

（日/年） 
2,531 1,943 2,531 3,305 3,305 3,160 

利用者数 

（人/年） 
229 194 182 228 228 216 

 

⑨ 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護  

介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期入所し、当該施設において、看護、医学的管理下に

おける介護、機能訓練、その他必要な医療及び日常生活上の世話を行うもので、短期入所生活介護と同

じく在宅介護支援の重要なサービスです。 

 
第８期 実績値 第９期 計画値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

短期入所 

療養介護 

利用量 

（日/年） 
0 0 0 84 84 84 

利用者数 

（人/年） 
0 0 0 12 12 12 

介護予防 

短期入所 

療養介護 

利用量 

（日/年） 
0 0 0 0 0 0 

利用者数 

（人/年） 
0 0 0 0 0 0 

合 計 

利用量 

（日/年） 
0 0 0 84 84 84 

利用者数 

（人/年） 
0 0 0 12 12 12 
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⑩ 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与  

福祉用具（車いす、特殊寝台等）の貸与を行います。 

福祉用具は在宅での生活を支援するために各種用具が用意され、介護の利便性や身体の障害を補完す

る上でも効果があるため、在宅サービスの利用者のニーズも高くなっています。 

 
第８期 実績値 第９期 計画値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

福祉用具貸与 
利用者数 

（人/年） 
994 924 924 948 972 960 

介護予防 

福祉用具貸与 

利用者数 

（人/年） 
169 208 204 192 204 204 

合 計 
利用者数 

（人/年） 
1,163 1,132 1,128 1,140 1,176 1,164 

 

⑪ 特定福祉用具購入・特定介護予防福祉用具購入  

入浴又は排せつの用に供する福祉用具等の購入費を一部助成します。福祉用具の有効な活用は、要介

護者の在宅での自立した生活につながります。 

 
第８期 実績値 第９期 計画値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

特定福祉 

用具購入 

利用者数 

（人/年） 
10 5 6 12 12 12 

特定介護予防 

福祉用具購入 

利用者数 

（人/年） 
２ 2 3 12 12 12 

合 計 
利用者数 

（人/年） 
12 7 9 24 24 24 

 

⑫ 住宅改修・介護予防住宅改修  

手すりの取り付け、段差解消等についての費用の一部助成を行います。手すりの取り付けや、和式か

ら洋式への便器の取替えなどの住宅改修は、要介護者の在宅での自立した生活につながります。 

 
第８期 実績値 第９期 計画値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

住宅改修 
利用者数 

（人/年） 
8 7 8 12 12 12 

介護予防 

住宅改修 

利用者数 

（人/年） 
5 3 1 12 12 12 

合 計 
利用者数 

（人/年） 
13 10 9 24 24 24 
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⑬ 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護  

有料老人ホーム等に入所している要介護者等について、計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護、

その他の日常生活の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うもので、その施設内で一体的に提供される

介護サービスです。 

 
第８期 実績値 第９期 計画値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

特定施設 

入居者 

生活介護 

利用者数 

（人/月） 
1 1 1 4 4 4 

介護予防 

特定施設入居者 

生活介護 

利用者数 

（人/月） 
0 0 0 0 0 0 

合 計 
利用者数 

（人/月） 
1 1 1 4 4 4 

 

⑭ 居宅介護支援・介護予防支援  

居宅介護支援は、居宅で介護を受ける人の心身の状況、希望等を踏まえ、介護サービス、福祉サービ

スの利用等に関し、居宅サービス計画（ケアプラン）を作成し、これらが確実に提供されるよう介護サー

ビス提供機関等との連絡調整などを行うものです。 

介護予防支援は、地域包括支援センターが委託する居宅介護予防支援事業所が介護予防サービス計画

を作成し、これらが確実に提供されるように、介護サービス提供機関等との連絡調整などを行うもので

す。 

 
第８期 実績値 第９期 計画値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

居宅介護支援 
利用者数 

（人/年） 
1,246 1,206 1,248 1,200 1,224 1,212 

介護予防支援 
利用者数 

（人/年） 
190 241 228 264 264 264 

合 計 
利用者数 

（人/年） 
1,436 1,447 1,476 1,464 1,488 1,476 
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（２）施設サービス 

① 介護老人福祉施設  

施設サービス計画に基づいて、入所者に介護等の日常生活上の支援、機能訓練、健康管理及び療養上

の支援を行います。 

要介護３以上が原則入所対象者となっていますが、やむを得ない事情がある場合は、特例的に入所で

きます。 

 
第８期 実績値 第９期 計画値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

介護老人 

福祉施設 

利用者数 

（人/月） 
23  22  29  27  27  27  

 

② 介護老人保健施設  

施設サービス計画に基づいて、入所者に看護、医学的管理下における介護及び機能訓練、その他の必

要な医療並びに日常生活上の支援を行います。 

今後も、医療と福祉の両方のサービスを提供し、病院から家庭への橋渡しの役割を担うことが必要で

す。 

 
第８期 実績値 第９期 計画値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

介護老人 

保健施設 

利用者数 

（人/月） 
22  20  16  14  15  15  

 

③ 介護医療院  

長期にわたり療養が必要な要介護者に対して、「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等

の医療機能と「生活施設」としての機能とを兼ね備えた介護保険施設です。 

 
第８期 実績値 第９期 計画値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

介護医療院 
利用者数 

（人/月） 
0 1 1 1 1 1 

 

④ 介護療養型医療施設  

施設サービス計画に基づいて、入所者に療養上の管理、看護、医学的管理下における介護等の世話及

び機能訓練、その他必要な訓練を行います。 

 
第８期 実績値 第９期 計画値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

介護療養型 

医療施設 

利用者数 

（人/月） 
0 0 0    
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（３）地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス 

可能な限り、自宅または住み慣れた地域において、自立した日常生活を営めるよう、身近な地域で提

供されることが適切なサービス類型として、『地域密着型サービス』が平成18（2006）年度からスタート

しました。平成28（2016）年度から小規模な通所介護が「地域密着型通所介護」に移行したため、地域

密着型サービスが提供可能となっています。 

これらサービスについては、日常生活圏域別に整備目標を設けてサービスを提供していく必要があり、

サービス事業者の指定は、地域密着型サービス事業を行う者の申請により、地域密着型サービスを行う

事業所ごとに町長が行うこととなっています。 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護  

重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問

看護を一体的に又はそれぞれが密接に連携しながら、定期巡回訪問と随時の対応を行うものです。当町

では実施していないサービスのため、利用希望者から相談が寄せられた際には、周辺市町と連携し対応

を検討します。 

② 夜間対応型訪問介護  

夜間の定期的な巡回訪問により、又は通報を受けて、要介護者の居宅で要介護者にケアを行います。 

人口20万人に対して１事業所が目安と言われるサービスであり、これまでに事業所の参入希望もなく、

当町では実施していないサービスです。利用希望者から相談が寄せられた際には、周辺市町と連携し対

応を検討します。 

③ 地域密着型通所介護  

少人数で生活圏域に密着したサービスとして、利用定員18人以下の小規模な通所介護事業所が実施す

る通所介護で、居宅サービスから地域密着型サービスに平成28（2016）年度から移行しています。 

 
第８期 実績値 第９期 計画値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

地域密着型 

通所介護 

利用量 

（回/年） 
2,183 2,114 1,627 1,759 1,750 1,766 

利用者数 

（人/年） 
161 160 120 144 144 144 

④ 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護  

脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じ

る程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態である人について、デイサービスセンター

等において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものです。当

町では実施していないサービスのため、利用希望者から相談が寄せられた際には、周辺市町と連携し対

応を検討します。 

 
第８期 実績値 第９期 計画値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

認知症対応型 

通所介護 

利用量 

（回/年） 
0 0 38 114 114 114 

利用者数 

（人/年） 
0 0 4 12 12 12 
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⑤ 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護  

要介護者の居宅から、サービスの拠点に通う、もしくは短期宿泊するなどして家庭的な環境の中で日

常生活上のケアを行うものです。デイサービスを中心とし、利用者の必要性に応じてデイサービスの時

間を延長したり、家庭を訪問してホームヘルプサービスを行ったり、またショートステイも行うことが

できます。当町では実施していないサービスのため、利用希望者から相談が寄せられた際には、周辺市

町と連携し対応を検討します。 

⑥ 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護  

要介護者であって認知症の人（認知症の原因となる疾患が急性の状態にある人を除く。）について、そ

の共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能

訓練を行うものです。 

認知症高齢者の増加に対応して、認知症対応型共同生活介護の拡充を図ります。当町では実施してい

ないサービスのため、利用希望者から相談が寄せられた際には、周辺市町と連携し対応を検討します。 

⑦ 地域密着型特定施設入居者生活介護  

定員が29名以下で入居者が要介護者、その配偶者等に限定されている有料老人ホームに入所している

要介護者に対してケアを行うものです。当町では実施していないサービスのため、利用希望者から相談

が寄せられた際には、周辺市町と連携し対応を検討します。 

⑧ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  

定員が29名以下の特別養護老人ホームに入所している要介護者に対してケアを行うものです。当町で

は実施していないサービスのため、利用希望者から相談が寄せられた際には、周辺市町と連携し対応を

検討します。 

⑨ 看護小規模多機能型居宅介護  

看護小規模多機能型居宅介護は、小規模多機能型居宅介護と訪問看護など、複数の居宅サービスや地

域密着型サービスを組み合わせてサービスを提供するものです。当町では実施していないサービスのた

め、利用希望者から相談が寄せられた際には、周辺市町と連携し対応を検討します。 
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６ 高齢者の住まいの確保 

住まいは安心して生活していくための基盤となるものです。しかし、経済的理由や介護者の不在、心

身の障害などの環境的理由により、在宅生活が困難となる高齢者も増加しており、「施設」「住宅」など

の多様な「住まい」の場を確保していくことが必要となります。 

養護老人ホームや軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、自費宿泊施設の整備

等の多様な住まいの確保を図っていきます。 

 

 

 

高齢者が住み慣れた地域・自宅で安心して自立した暮らしを送るために、介護保険施設をはじめとす

る多様な施設や、多様な住宅の確保、検討を進めます。 

（１）養護老人ホーム 

65歳以上で、環境上の理由、及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な人を措置

の対象にしています。 

（２）軽費老人ホーム（ケアハウス） 

60歳以上の夫婦または高齢者で、身体的機能の低下や高齢などのため、居宅において独立して生活す

ることが困難な人などに対し、自立した生活が継続できるよう食事や入浴などのサービスが受けられる

施設です。 

（３）有料老人ホーム 

有料老人ホームは、高齢者が暮らしやすいように配慮した「住居」です。概ね60歳以上の人で、本人

と設置者との自由契約に基づく金額自己負担の施設です。施設の特色を生かした各種サービスを提供し

ています。 

（４）サービス付き高齢者住宅 

一人暮らし高齢者・夫婦のみ世帯が安心して暮らせる賃貸住宅として、介護・医療と連携して高齢者

の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。 

（５）自費宿泊施設 

介護者の急用等により、一時的に入所が必要となった要介護者が、身近な地域で介護を受けられるた

めの施設です。 

 

指標 
第８期 実績値 第９期 計画値 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

養護老人ホーム入所者数 ２人 ２人 ２人 ２人 ２人 ２人 

軽費老人ホーム入所者数 １人 ０人 ０人 １人 ０人 ０人 

有料老人ホーム利用施設数 ２か所 ２か所 ２か所 ３か所 ３か所 ３か所 

サービス付き高齢者住宅 

利用施設数 
２か所 ２か所 ２か所 ３か所 ３か所 ３か所 

出典：庁内資料  

施策の方向 
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７ 自立支援・重度化防止に向けた取組の推進 

●基本的考え方 

高齢者が地域において自立した生活を営むことができるよう、身体や生活の状況に応じた適切な支援

や、要介護状態となることの予防、要介護状態等の軽減、悪化の防止といった介護保険制度の理念を踏

まえ、町が取り組むべき具体的な自立支援施策と、施策を効果的に推進するための目標を次のように定

めます。 

① 自立支援・介護予防に関する普及啓発  

自立支援・介護予防に関する講座の開催やパンフレットの配布等を行い、健康寿命の延伸を目標に、

要介護状態となることの予防や要介護状態の軽減や悪化の防止に向けて、町民や事業者への普及啓発を

行います。 

② 地域ケア会議の充実（再掲）  

高齢者に対する支援の充実をはじめ、それらを支える地域社会の基盤整備を推進し、地域包括ケアシ

ステムの深化を図るため、「個別課題解決機能」「ネットワーク機能」「地域課題発見機能」「地域づくり・

資源開発機能」「政策形成機能」の機能を持つ「西桂町地域包括ケア会議」を開催します。また今後は、

専門的視点を有する多職種を交えた「自立支援型地域ケア会議」を開催し、比較的介護度の低い高齢者

の「自立」を目標に、より適切で、実効性のあるケアプランを作成するため、ケアマネジャー等を含む

サービス提供側のスキルアップを図ります。 

自立支援型マネジメントを徹底することにより、健康寿命を延ばすことにつなげ、介護給付の適正化

という財政的な意義だけでなく、高齢者がいきいきと暮らし続けるために有用な取組として実施します。 

③ 自立支援・重度化防止に向けたケアマネジメントの質の向上  

自立支援・重度化防止に向けたケアマネジメントの質の向上を図るため、要介護認定対象者のケアプ

ラン点検の実施要綱を作成し、計画的な実施を図ります。 

また、地域密着型通所介護事業所、居宅介護支援事業所の運営指導を実施し、町民の介護予防と重度

化の防止に努めます。 

④ 高齢者の社会参加の促進と介護予防事業の充実  

高齢者の社会参加や生きがいづくりの機会としてボランティア活動の推進や通いの場の創出を行う

とともに介護予防事業等への参加を促します。 

取組内容・目標 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

自立支援・介護予防普及啓発事業 

（啓発活動・講演会等の実施） 
各１回 各１回 各１回 

地域ケア会議の開催 ３回 ３回 ３回 

自立支援型地域ケア会議の開催 １回 １回 １回 

介護支援専門員に対する研修会 ５回 ５回 ５回 

ケアプラン点検（事業所数） 10事業所 10事業所 10事業所 

住民主体の通いの場の数 4か所 4か所 5か所 

ボランティアなどに参加している高齢者の割合 30.0％ 35.0％ 40.0％ 

一般介護予防事業 
開催回数 150回 160回 170回 

延べ参加者数 1,950人 2,080人 2,210人 
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■サービス見込み量 

【介護サービス】 

※ 回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

居宅サービス 

訪問介護 
回数（回） 685.2  769.4  725.0  

人数（人） 29  32  30  

訪問入浴介護 
回数（回） 9.7  9.7  9.7  

人数（人） 4  4  4  

訪問看護 
回数（回） 149.4  149.4  146.1  

人数（人） 15  15  14  

訪問リハビリテーション 
回数（回） 15.0  15.0  15.0  

人数（人） 1  1  1  

居宅療養管理指導 人数（人） 11  11  12  

通所介護 
回数（回） 502.4  520.2  481.3  

人数（人） 56  59  56  

通所リハビリテーション 
回数（回） 63.0  62.7  62.7  

人数（人） 12  12  12  

短期入所生活介護 
日数（日） 275.4  275.4  263.3  

人数（人） 19  19  18  

短期入所療養介護 
日数（日） 7.0  7.0  7.0  

人数（人） 1  1  1  

福祉用具貸与 人数（人） 79  81  80  

特定福祉用具購入 人数（人） 1  1  1  

住宅改修 人数（人） 1  1  1  

特定施設入居者生活介護 人数（人） 4  4  4  

地域密着型サービス 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人数（人） 0  0  0  

夜間対応型訪問介護 人数（人） 0  0  0  

地域密着型通所介護 
回数（回） 146.6  145.8  147.2  

人数（人） 12  12  12  

認知症対応型通所介護 
回数（回） 9.5  9.5  9.5  

人数（人） 1  1  1  

小規模多機能型居宅介護 人数（人） 0  0  0  

認知症対応型共同生活介護 人数（人） 0  0  0  

地域密着型特定施設入居者生活介護 人数（人） 0  0  0  

地域密着型介護老人福祉施設入所者 

生活介護 
人数（人） 0  0  0  

看護小規模多機能型居宅介護 人数（人） 0  0  0  
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 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

施設サービス 

介護老人福祉施設 人数（人） 27  27  27  

介護老人保健施設 人数（人） 14  15  15  

介護医療院 人数（人） 1  1  1  

居宅介護支援 

居宅介護支援 人数（人） 100  102  101  

【介護予防サービス】 

※ 回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

介護予防サービス 

介護予防訪問入浴介護 
回数（回） 0.0  0.0  0.0  

人数（人） 0  0  0  

介護予防訪問看護 
回数（回） 5.8  5.8  5.8  

人数（人） 2  2  2  

介護予防訪問リハビリテーション 
回数（回） 8.5  8.5  17.0  

人数（人） 1  1  2  

介護予防居宅療養管理指導 人数（人） 1  1  1  

介護予防通所リハビリテーション  人数（人） 2  2  2  

介護予防短期入所生活介護 
日数（日） 0.0  0.0  0.0  

人数（人） 0  0  0  

介護予防短期入所療養介護 
日数（日） 0.0  0.0  0.0  

人数（人） 0  0  0  

介護予防福祉用具貸与 人数（人） 16  17  17  

特定介護予防福祉用具購入 人数（人） 1  1  1  

介護予防住宅改修 人数（人） 1  1  1  

介護予防特定施設入居者生活介護 人数（人） 0  0  0  

地域密着型介護予防サービス 

介護予防認知症対応型通所介護 
回数（回） 0.0  0.0  0.0  

人数（人） 0  0  0  

介護予防小規模多機能型居宅介護 人数（人） 0  0  0  

介護予防認知症対応型共同生活介護 人数（人） 0  0  0  

介護予防支援 

介護予防支援 人数（人） 22  22  22  
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第５章 介護保険事業費の算定 

１ 介護保険給付費の見込み 

１ 介護サービス給付費 

給付費（千円） 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

居宅サービス 

訪問介護 22,762  25,413  24,061  

訪問入浴介護 1,506  1,508  1,508  

訪問看護 10,471  10,484  10,100  

訪問リハビリテーション 1,570  1,572  1,572  

居宅療養管理指導 1,119  1,121  1,196  

通所介護 50,280  51,973  46,660  

通所リハビリテーション 6,968  6,944  6,944  

短期入所生活介護 29,414  29,452  28,018  

短期入所療養介護 845  846  846  

福祉用具貸与 13,622  13,770  13,131  

特定福祉用具購入 336  336  336  

住宅改修 943  943  943  

特定施設入居者生活介護 2,983  2,987  2,987  

地域密着型サービス 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0  0  0  

夜間対応型訪問介護 0  0  0  

地域密着型通所介護 15,845  15,813  15,986  

認知症対応型通所介護 1,077  1,079  1,079  

小規模多機能型居宅介護 0  0  0  

認知症対応型共同生活介護 0  0  0  

地域密着型特定施設入居者生活介護 0  0  0  

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0  0  0  

看護小規模多機能型居宅介護 0  0  0  

施設サービス 

介護老人福祉施設 86,296  86,406  86,406  

介護老人保健施設 46,311  49,560  49,560  

介護医療院 4,709  4,715  4,715  

居宅介護支援 

居宅介護支援 15,499  15,835  15,762  

介護給付費計 312,556  320,757  311,810  
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２ 介護予防サービス給付費 

給付費（千円） 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

介護予防サービス 

介護予防訪問入浴介護 0  0  0  

介護予防訪問看護 338  338  338  

介護予防訪問リハビリテーション 286  286  573  

介護予防居宅療養管理指導 133  133  133  

介護予防通所リハビリテーション 1,010  1,011  1,011  

介護予防短期入所生活介護 0  0  0  

介護予防短期入所療養介護 0  0  0  

介護予防福祉用具貸与 1,028  1,097  1,097  

特定介護予防福祉用具購入 315  315  315  

介護予防住宅改修 1,017  1,017  1,017  

介護予防特定施設入居者生活介護 0  0  0  

地域密着介護予防サービス 

介護予防認知症対応型通所介護 0  0  0  

介護予防小規模多機能型居宅介護 0  0  0  

介護予防認知症対応型共同生活介護 0  0  0  

介護予防支援 

介護予防支援 1,290  1,292  1,292  

介護予防給付費計 5,417  5,489  5,776  

３ 総給付費 

給付費（千円） 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

総給付費（介護給付費＋介護予防給付費） 317,973 326,246  317,586  
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２ 標準給付費及び地域支援事業費の見込み 

１ 標準給付費 

給付費（円） 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合 計 

総給付費 317,973,000  326,246,000  317,586,000  961,805,000 

特定入所者介護サービス費等給付額 11,524,680  11,539,265  11,761,174  34,825,119 

高額介護サービス費等給付額 7,184,633  7,160,842  7,299,107  21,644,582 

高額医療合算介護サービス費等給付額 1,153,398  1,153,398  1,211,650  3,518,446   

算定対象審査支払手数料 428,532  428,532  450,180  1,307,244 

標準給付費 338,264,243  346,528,037  338,308,111  1,023,100,391 

２ 地域支援事業費 

給付費（円） 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合 計 

地域支援事業費 15,255,643 15,267,507 15,445,451 45,968,601 

 介護予防・日常生活支援総合事業費 11,235,595  11,244,332  11,375,386  33,855,313 

 包括的支援事業（地域包括支援 

センターの運営）及び任意事業費 
3,060,363  3,062,743  3,098,440  9,221,546 

 包括的支援事業（社会保障充実分） 959,685  960,432  971,625  2,891,742 
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【介護予防・日常生活支援総合事業】 

給付費（円） 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合 計 

訪問介護 
相当サービス 

 2,113,145  2,114,789  2,139,437  6,367,371 

(利用者数：人) (10) (10) (10) (30) 

訪問型サービスＡ 
 0  0  0  0  

(利用者数：人) (0) (0) (0) (0) 

訪問型サービスＢ 0  0  0  0 

訪問型サービスＣ 0  0  0  0 

訪問型サービスＤ 0  0  0  0 

訪問型サービス(その他) 0  0  0  0 

通所介護相当サービス 
 4,754,577  4,758,275  4,813,732  14,326,584 

(利用者数：人) (12) (12) (12) (36) 

通所型サービスＡ 
 0  0  0  0  

(利用者数：人) (0) (0) (0) (0) 

通所型サービスＢ 0  0  0  0 

通所型サービスＣ 0  0  0  0 

通所型サービス(その他) 0  0  0  0 

栄養改善や見守りを目的とした配食 0  0  0  0 

定期的な安否確認、緊急時の対応、 
住民ボランティア等の見守り 

0  0  0  0 

その他、訪問型サービス・ 
通所型サービスの一体的提供等 

0  0  0  0 

介護予防ケアマネジメント 786,090  786,701  795,871  2,368,662  

介護予防把握事業 0  0  0  0  

介護予防普及啓発事業 3,114,777  3,117,199  3,153,530  9,385,506  

地域介護予防活動支援事業 169,052  169,183  171,155  509,390  

一般介護予防事業評価事業 0  0  0  0  

地域リハビリテーション活動支援事業 42,263  42,296  42,789  127,348  

上記以外の介護予防・日常生活総合事業 255,691  255,889  258,872  770,452  

 

【包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業】 

給付費（円） 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合 計 

包括的支援事業 
(地域包括支援センターの運営) 

2,654,111  2,656,175  2,687,133  7,997,419  

任意事業 406,252  406,568  411,307  1,224,127  
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【包括的支援事業（社会保障充実分）】 

給付費（円） 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合 計 

在宅医療・介護連携推進事業 26,414  26,435  26,742  79,591  

生活支援体制整備事業 21,131  21,148  21,395  63,674  

認知症初期集中支援推進事業 610,699  611,174  618,297  1,840,170  

認知症地域支援・ケア向上事業 52,829  52,870  53,486  159,185  

認知症サポーター活動促進・地域づくり 

推進事業 
0  0  0  0  

地域ケア会議推進事業 248,612  248,805  251,705  749,122  

３ サービス給付費総額 

給付費（円） 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合 計 

サービス給付費総額 

（標準給付費＋地域支援事業費） 
353,519,886  361,795,544  353,753,562  1,069,068,992 
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３ 第１号被保険者の保険料の推計 

１ 保険給付費の財源構成 

介護保険制度においては、介護サービスの総事業費から利用者負担分（10％※）を除いた標準総給付

費について、原則として50％を被保険者の保険料で負担し、残りの50％を公費で負担します。また、被

保険者の保険料のうち、原則として23％を第１号被保険者（65歳以上）、27％を第２号被保険者（40～64

歳）が負担することになります。第７期計画以降は、高齢化の進展に伴い、第１号被保険者の負担率が

第６期計画の22％から23％に改正されました。 

【財源構成】 

≪保険給付費≫            ≪施設等給付費≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪介護予防・日常生活支援総合事業≫     ≪包括的支援事業・任意事業≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第７期計画以降は、一定以上の所得のある方（前年の合計所得金額が160万円以上、年金収入で単身

280万円以上、夫婦346万円以上）の利用者負担の割合は20％、さらに現役並みの所得のある方（「合

計所得金額（給与収入や事業収入等から給与所得控除や必要経費を控除した額）220万円以上」かつ

「年金収入＋その他合計所得金額340万円以上（単身世帯の場合。夫婦世帯の場合463万円以上）」）

30％負担（ただし、月額44,400円の負担の上限あり）となります。 

 

第１号被保険者：介護保険制度で定められた区分において65歳以上の者を指し、要介護・ 

要支援認定を受けた際には、介護サービスを受けることができる。 

第２号被保険者：介護保険制度で定められた区分において、医療保険に加入している40歳以

上65歳未満の者を指し、加齢に伴う特定の疾病により要介護・要支援認定

を受けた場合は介護サービスを受けることができる。 
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２号

保険料
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国
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調整

交付金

5.0%

県
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国

38.5%

県

19.25%

町

19.25%
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２ 保険料収納必要額の算定 

保険料については、計画期間のサービス給付に必要な総額を基に算定します。当町の第９期計画期間

におけるサービス給付に必要な総額（標準給付費＋地域支援事業費）は1,069,068,992円となります。 

この額に第１号被保険者の負担割合（23％※１）を乗じ、「調整交付金相当額※２」、「調整交付金の見

込み額※２」、「財政安定化基金※３拠出見込み額」、「財政安定化基金償還金」、「準備基金取崩額」を算

出して、保険料収納必要額を計算します。 

 

 

標準給付費見込額 
＋ 

地域支援事業費 
× 

第１号被保険者負担割合 

 1,023,100,391円 45,968,601円 23.0％ 

      

＋ 

調整交付金相当額 

（標準給付費額の5.0％） 
- 

調整交付金見込額 

（交付割合：R6＝2.70％、 

R7＝2.15％、R8＝2.23％） ＋ 

財政安定化基金拠出見込額 

（拠出率＝0.0％） 

52,847,785円 24,926,000円 0円 

      

＋ 
財政安定化基金償還金 

- 

保険者機能強化推進 

交付金等の交付見込額 
- 

準備基金取り崩し額 

0円 1,008,000円 41,450,000円 

      

＝ 
保険料収納必要額     

231,349,653     

 

※１ 第７期計画以降は、第１号被保険者の負担率が第６期計画の 22％から 23％に改正されました。 

※２ 調整交付金の交付割合（％）の全国平均は５％ですが、市町村の後期高齢者や所得水準により、

交付割合（％）が増減します。 

※３ 市町村の保険財政が、保険料収納率の低下や介護給付費の増加等で赤字になることを回避し、市

町村の介護保険財政の安定を図るために都道府県が設置する基金のことです。このために市町村

から徴収する拠出金を「財政安定化基金拠出金」といい、国と都道府県それぞれが市町村と同額

を負担することになっています。 
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３ 第１号被保険者の保険料 

人口推計に基づき、当町の第１号被保険者は３年間で延べ3,905人と推計されます。 

保険料の算出のために、所得段階別にみた補正を行うと、最終的な所得段階別加入割合補正後の被保

険者数は3,902人となります。 

 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合 計 

第１号被保険者数 1,295人 1,300人 1,310人 3,905人 

 前期（65～74歳） 616人 608人 609人 1,833人 

 後期（75～84歳） 469人 484人 481人 1,434人 

 後期（85歳以上） 210人 208人 220人 638人 

 

 
基準 

所得金額 

所得段階別加入者数 
基準額に 

対する 

割合 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

第１段階  192 14.8 193 14.8 195 14.9 0.455 

第２段階  99 7.6 99 7.6 100 7.6 0.685 

第３段階  79 6.1 80 6.2 80 6.1 0.690 

第４段階  208 16.1 209 16.1 209 16.0 0.900 

第５段階  224 17.3 225 17.3 227 17.3 1.000 

第６段階  216 16.7 217 16.7 218 16.6 1.200 

第７段階 120万円 148 11.4 148 11.4 150 11.5 1.300 

第８段階 210万円 68 5.3 68 5.2 69 5.3 1.500 

第９段階 320万円 25 1.9 25 1.9 26 2.0 1.700 

第10段階 420万円 15 1.2 15 1.2 15 1.1 1.900 

第11段階 520万円 5 0.4 5 0.4 5 0.4 2.100 

第12段階 620万円 2 0.2 2 0.2 2 0.2 2.300 

第13段階 720万円 14 1.1 14 1.1 14 1.1 2.400 

計  1,295 100.0 1,300 100.0 1,310 100.0  

 

 

 

 

所得段階別加入割合補正後 

被保険者数 
1,294人 1,298人 1,309人 ３年間計 3,902人 
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算出された保険料収納必要額（231,349,653円）に、これまでの実績に基づき予定保険料収納率を

98.83％と見込み、所得段階別割合補正後の被保険者数を用いて保険料基準額を算出します。 

第９期計画においては、第１号被保険者の高齢者総数の増加に伴い給付費の伸びも大きくなっていま

す。介護保険料基準月額は5,896円となりますが、高齢者の負担軽減のため、準備基金を取り崩すこと

で、月額を5,000円に調整しています。 

 

 保険料収納必要額 
÷ 

予定保険料収納率 
÷ 

所得段階別加入割合補正後

被保険者数（３年間分） 

 231,349,653円 98.83％ 3,902人 

      

≒ 
保険料基準 年額 

⇒ 
保険料基準 月額 

 
 

60,000円 5,000円  

      

 
第８期保険料月額 

⇒ 
第９期介護保険料月額 

 
増減率 

5,400円 5,000円 ▲7.4％ 
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＜ 第９期介護保険事業計画における第１号被保険者の保険料 ＞ 

所得段階 対象となる方 
保 険 料 

保険料率 月 額 年 額 

第１段階 

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、ま

たは世帯全員が住民税非課税でかつ本人の

年金収入が80万円以下の人 

0.455 

（0.285） 

2,275円 

(1,425円) 

27,300円 

(17,100円) 

第２段階 

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所

得金額と前年の課税年金収入額の合計が80

万円を超え120万円以下の人 

0.685 

（0.485） 

3,425円 

(2,425円) 

41,100円 

(29,100円) 

第３段階 

世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年

金収入金額と合計所得金額の合計が年間

120万円を超える人 

0.690 

（0.685） 

3,450円 

(3,425円) 

41,400円 

(41,100円) 

第４段階 

本人が住民税非課税で世帯の中に住民税課

税者がいる方で、本人の課税年金収入と合

計所得金額の合計が年間80万円以下の人 

0.900 4,500円 54,000円 

第５段階 

（基準） 

本人が住民税非課税で世帯の中に住民税課

税者がいる方で、本人の課税年金収入と合

計所得金額の合計が年間80万円を超える人 

1.000 5,000円 60,000円 

第６段階 
本人が住民税課税で合計所得金額が 

120万円未満の人 
1.200 6,000円 72,000円 

第７段階 
本人が住民税課税で合計所得金額が 

120万円以上210万円未満の人 
1.300 6,500円 78,000円 

第８段階 
本人が住民税課税で合計所得金額が 

210万円以上320万円未満の人 
1.500 7,500円 90,000円 

第９段階 
本人が住民税課税で合計所得金額が 

320万円以上420万円未満の人 
1.700 8,500円 102,000円 

第10段階 
本人が住民税課税で合計所得金額が 

420万円以上520万円未満の人 
1.900 9,500円 114,000円 

第11段階 
本人が住民税課税で合計所得金額が 

520万円以上620万円未満の人 
2.100 10,500円 126,000円 

第12段階 
本人が住民税課税で合計所得金額が 

620万円以上720万円未満の人 
2.300 11,500円 138,000円 

第13段階 
本人が住民税課税で合計所得金額が 

720万円以上の人 
2.400 12,000円 144,000円 

※第１段階から第３段階の保険料については、公費による軽減措置が実施されます 

（表中（）内に記載） 
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第６章 計画の推進に向けて 

１ 情報提供体制の強化 

本計画をより効果的に推進していくためには、高齢者やその家族が、要介護（要支援）認定の申請方

法や介護サービス・生活支援サービスの内容、地域包括支援センターにおける相談窓口などについて理

解を深め、必要に応じて制度やサービスを選択・利用できるようになることが大切です。そのため、広

報やホームページなどの複数の媒体を通して広く情報を提供し、高齢者だけでなく、町民全体が高齢者

支援について知る機会を増加させていきます。 

２ 関係各課・関係機関との連携 

高齢者支援に関わる課と連携を図り、課をまたぐ事業であっても情報交換を行うなど、進捗状況の把

握に努めます。また、必要に応じて関係機関とも連携し、専門的な意見や協力を求めます。 

３ 地域との連携 

地域において高齢者を支援していくという意識をもとに、地域とも情報交換するなど連携を強化し、

高齢者のニーズの適正な把握に努めます。 

４ 県及び近隣自治体との連携 

山梨県や近隣の市町村とも密に連携し、日常的・緊急時の協力体制について再確認するとともに、今

後の高齢者増加に対応できる体制を整備していきます。 

５ 計画の進行管理 

計画を広報誌やホームページに掲載して広く町民に周知します。 

また、長期的な視点のもと、各福祉関連計画の進捗状況の定期的な点検・把握等の進行管理を行うと

ともに、必要な事項の協議を行い、より効果的な取組を推進していきます。 
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第７章 第３期西桂町介護給付適正化計画 

１ 計画策定の背景 

介護給付の適正化は、利用者に対する適切な介護サービスを確保するとともに、介護給付費や介護保

険料の増大を抑制することを通じて、持続可能な介護保険制度の構築に資することを目的としています。

厚生労働省では、平成29（2017）年７月７日付け「『介護給付適正化計画』に関する指針」が策定され、

山梨県でも第６期山梨県介護給付適正化計画が策定予定です。 

当町では、国が示した指針や県が策定した計画に基づき、当町の「高齢者保健福祉計画・介護保険事

業計画」に沿った「第３期西桂町介護給付適正化計画」を策定し、利用者に対する適切な介護サービス

の確保と、その結果としての費用の効率化、さらには不適切な給付の削減を通じて、介護保険制度の信

頼を高めていくとともに、必要な給付を適切に提供するための適正化事業を実施していきます。 

２ 第２期西桂町介護給付適正化計画の実施状況 

１ 主要５事業の取組 

（１）要介護認定の適正化（認定調査状況チェック） 

① 認定調査票の点検  
 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

認定調査・点検実施率 
目標 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

実績 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

 

② 介護認定調査員指導の実施の検討  
 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

認定調査員指導回数 
目標 １回 １回 １回 

実績 １回 １回 １回 

 

（２）ケアプランの点検 
 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

ケアプラン点検数（年間） 
目標 10件 10件 10件 

実績 32件 31件 32件 
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（３）住宅改修等の点検 

① 住宅改修の点検  
 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

疑義が生じた改修の現地調査 
目標 １件 １件 １件 

実績 全件 全件 全件 

 

② 福祉用具購入・貸与調査  
 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

福祉用具購入費支給申請書 

及び軽度者福祉用具貸与届 

添付のケアプランチェック 

目標 全件 全件 全件 

実績 全件 全件 全件 

 

（４）介護給付費通知 
 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

給付明細発送回数 
目標 ４回 ４回 ４回 

実績 ４回 ４回 ４回 

 

２ 指導監督に関する取組 

（１）集団指導 
 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

事業所集団指導開催数 
目標 １回 １回 １回 

実績 １回 １回 １回 

 

（２）運営指導・監査 
 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

運営指導件数 
目標 １回 １回 １回 

実績 ０回 ０回 ０回 
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３ 「第３期介護給付適正化計画」の位置づけ 

介護給付適正化の基本は、介護給付を必要とする受給者を適切に認定した上で、受給者が真に必要と

する過不足のないサービスを、事業者が適切に提供するよう促すことにあります。 

このような介護給付の適正化を図ることは、利用者に対する適切な介護サービスの確保とその結果と

しての費用の効率化、さらには不適切な給付の削減を通じて、介護保険制度の信頼感を高めていくとと

もに、持続可能な介護保険制度の構築に資するものです。 

当町においても、団塊の世代がすべて75歳以上となる令和７（2025）年、また、団塊ジュニア世代が

65歳以上となる令和22（2040）年を見据え、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応

じ自立した日常生活を営むことができるよう、包括的に支援する基盤を整えていく必要があります。 

こうした中で、介護給付適正化の取組の重要性はさらに高まるものと考えられることから、これまで

の実施状況等を踏まえ、より効率的・効果的な取組を継続していくこととします。 

４ 「第３期介護給付適正化計画」の期間 

「第３期介護給付適正化計画」の期間は、第９期介護保険事業計画の期間との整合性を考慮し、令和

６（2024）年度から令和８（2026）年度までとします。 

なお、計画期間の中間年には必要に応じて内容の検証を行い、「第３期介護給付適正化計画」の見直し

をすることができるものとします。 
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５ 適正化事業の実施目標 

１ 主要３事業の取組 

第９期計画より、保険者の事務負担軽減と内容の充実、費用対効果の分析を目的として、従来の適正

化主要５事業を再編し、３事業に絞るとともに、全国の実施率100％を目指す方針が示されました。 

本町においては、国の指定する３事業とともに、従来実施していた取組も任意事業として継続して実

施していきます。 

（１）要介護認定の適正化（認定調査状況チェック） 

① 認定調査票の点検  
 

 

 

保険者が居宅介護支援事業所等へ委託している認定調査及び直営で行う認定調査について、保険者に

よる事後点検等を実施します。また、認定調査項目別の選択状況等について、全国の保険者と比較した

分析や、合議体間の二次判定の軽重度変更率の差等の分析等を行い、格差是正等に向けた取組に努めて

いきます。 
 

 

 

高齢者人口の増加に伴い、介護認定申請者数の増加が見込まれ、さらに介護認定審査数も増加してい

くことが見込まれます。このような状況の中で、引き続き認定調査票の全件点検を行っていくために、

点検者の確保、育成に努めていきます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

認定調査・点検実施率 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

 

② 介護認定調査員指導の実施の検討  
 

 

 

介護認定調査員を対象に、認定調査における判断基準の適正化・平準化を図るため、実施を検討して

いきます。 
 

 

 

介護認定者数の増加に伴い、認定調査における判断基準の適正化・平準化が求められ、調査員の継続

的な指導の重要性が増大していくことから、指導内容の充実を図るよう努めていきます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

認定調査員指導回数 １回 １回 １回 

 

事業概要 

 

目 標 

 

事業概要 

 

目 標 
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（２）ケアプラン・住宅改修等の点検 

① ケアプランの点検  
 

 

 

居宅介護支援事業所等を対象に、利用者の自立支援に資する適切なケアプランが作成されているか、

プランの確認・検討を行います。基本となる事項を介護支援専門員と確認しながら、利用者に見合った

適切な介護サービスを確保し、ケアマネジメント等の質の向上に取り組んでいきます。 
 

 

 

継続的にケアプランの質の向上を図るために、国が作成したケアプラン点検支援マニュアルを積極的

に活用し、介護指導担当との連携を図るなどして、介護支援専門員ごとにケアプランを選定し、対面に

よる点検及び支援を実施します。また、ケアプラン点検従事職員の外部研修や、介護支援専門員を対象

とした研修等で、点検の周知と理解、資質向上に努めます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

ケアプラン点検数（年間） 30件 35件 40件 

 

② 住宅改修の点検  
 

 

 

住宅改修の点検は、理由書や見積書・写真等から判断して行いますが、事前審査と完了審査の書類等

に疑義が生じた場合には、現地調査等を行い、利用者の身体の状態に見合った適切な工事への改善指導

を行います。 
 

 

 

事前審査や完了届による提出書類の点検を全件実施します。そのうち、改修費が高額と考えられるも

の、改修規模が大きく複雑であるもの、提出書類や写真からは現状がわかりにくいケース等を中心に、

現地調査等を実施します。また、利用者の安心・安全の確保のため、介護支援専門員や住宅改修事業者

を対象とした研修等を実施して資質向上を図っていきます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

疑義が生じた改修の現地調査 全件 全件 全件 

 

  

事業概要 

 

目 標 

 

事業概要 

 

目 標 
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③ 福祉用具購入・貸与調査  
 

 

 

福祉用具利用者に対するケアプラン点検を行い、福祉用具購入の必要性や利用状況等を確認します。

また、軽度者の福祉用具貸与についても、ケアプラン点検及び主治医意見書等の確認を行い、利用者に

必要性があるか確認をします。 
 

 

 

福祉用具購入や貸与については、必要性や利用状況等について疑義が生じた場合に、事業者に対する

問い合わせ、利用者宅への訪問による実態調査、介護支援専門員への確認を実施します。さらに、購入

及び軽度者の福祉用具貸与については、併せて書面等による点検を実施します。また、山梨県国民健康

保険団体連合会（国保連）介護給付適正化システムにおいて、福祉用具の貸与品目の単位数が把握でき

るため、これを積極的に活用することを検討します。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

福祉用具購入費支給申請書 

及び軽度者福祉用具貸与届 

添付のケアプランチェック 

全件 全件 全件 

 

（３）縦覧点検・医療情報との突合 
 

 

 

国保連介護給付適正化システムによる縦覧点検や医療情報との突合情報から、介護報酬の不適正・不

正な請求を発見し、給付の適正化を図ります。介護保険制度の信頼性向上のために、国保連のデータを

活用して複数月にまたがる請求明細書の内容を確認し、提供されたサービスの整合性の点検を行い、不

適正な請求と認められた場合には、介護報酬の返還を求めます。 
 

 

 

① 縦覧点検  

国保連縦覧点検支援処理の委託を継続します。 

①算定期間回数制限縦覧チェック一覧表、②重複請求縦覧チェック、③居宅介護支援請求における

サービス実施状況一覧表、④単独請求明細書における準受付チェック一覧表の４帳票の点検等について

国保連への業務委託を現状どおり実施し、不適正な請求と認められた場合には、介護報酬の返還を求め

ます。また、その他にも効果的と考えているシステム帳票の点検の実施等を検討します。 

② 医療情報との突合  

国保連への業務委託を現状どおり実施し、入院情報等と介護保険の給付情報を突合し、重複請求の有

無の確認を行います。 

  

事業概要 

 

目 標 

 

事業概要 

 

目 標 
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（４）介護給付費通知 
 

 

 

サービスの適正な利用、給付費の適正化に向けて、年４回、３ヶ月分の利用状況を本人又は家族に通

知します。 
 

 

 

引き続き、在宅サービス利用者に介護給付費通知書を送付し、利用したサービスの内容とその自己負

担額を利用者自身が確認することで、給付適正の効果を上げていきます。また、利用者に単に通知を送

付するだけでなく、対象者や対象サービスの絞込みをすることや、利用者の理解を求めやすい適切な送

付時期の工夫をする等、効果が上がる実施方法を検討していきます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

給付明細発送回数 ４回 ４回 ４回 

 

（５）給付実績の活用 
 

 

 

上記、給付適正化主要３事業及び第２期計画から継続実施する任意事業に加えて、国保連合会介護給

付適正化システムの帳票のうち、国から活用頻度が高いとされた３帳票、①介護支援専門員あたり給付

管理票作成状況一覧表、②支給限度額一定割合超一覧表、③認定調査状況と利用サービス不一致一覧表

と、国保中央会が薦める④通所サービス請求状況一覧表の中から効果的な帳票の点検実施を検討します。

また、その他にも、効果的と考えるシステム帳票の点検の実施等を検討します。 

 

 

  

事業概要 

 

事業概要 

 

目 標 
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２ 指導監督に関する取組 

（１）集団指導 
 

 

 

制度趣旨の理解や適正な請求事務、指定基準や関連法令等の周知等、必要な指導の内容に応じて、講

習形式で事業者への指導を実施します。地域密着型サービス全体の集団指導を年１回、サービス種別ご

との集団指導を必要に応じて実施します。 
 

 

 

利用者のニーズの多様化により、各事業所におけるコンプライアンスやリスクマネジメントの強化が

求められています。集団指導において、介護保険法令以外の関係法令等の周知も併せて実施します。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

事業所集団指導開催数 １回 １回 １回 

 

（２）運営指導・監査 
 

 

 

町内の介護保険事業者を対象に、定期的に実地指導を実施し、適正な運営の確保及びサービスの質の

向上を図ります。また、監査は運営基準違反や不正請求等が疑われる場合に実施し、是正、改善を求め

ます。 
 

 

 

利用者のニーズの多様化に伴い、事業者のサービスの多様化や質の向上が求められます。基準法令等

を念頭に置き、他法令等に関係するサービス内容にも柔軟に指導助言等ができるよう努めていきます。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

運営指導件数 0回 0回 １回 

 

（３）相談・苦情対応体制の充実 
 

 

 

町又は国保連に寄せられた苦情・通報情報の適切な把握及び分析を行い、効率的に事業者に対する指

導監督を実施します。相談内容も多様化していることから、的確な問題の把握や、適切な事業者指導を

行うことができるよう努めます。また、相談・苦情内容に応じて他の相談機関に適切につなぐことがで

きる体制を整備するよう努めます。 

 

事業概要 

 

事業概要 

 

事業概要 

 

目 標 

 

目 標 
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（４）サービス提供中の事故の抑制 
 

 

 

事業所から提出される事故報告や事業者への事情聴取をもとに事故原因を分析し、その内容を踏まえ

た指導監督の実施を検討します。 

 

（５）不当請求あるいは誤請求の多い事業者への重点的な指導 
 

 

 

国保連の審査において、返戻及び減額等の請求が多い事業者に対して、重点的な指導監督の実施を検

討します。 

 

（６）受給者から提供された情報の活用 
 

 

 

受給者等から寄せられた架空請求や過剰請求等の情報に基づき、県と合同又は町で監査の実施を検討

します。 

 

 

３ 制度の周知 

西桂町ホームページを活用し、給付適正化の意義や取組について周知を検討します。 

また、給付費通知のお知らせ欄を活用し、介護保険利用者を対象に、介護給付適正化事業について周

知を検討します。 

 

 

４ その他の事業 

国作成の効果的な取組事例の情報や、適正化マニュアルの活用を検討します。 

 

 

 

 

事業概要 

 

事業概要 

 

事業概要 
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資料編 

１ 西桂町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画懇話会設置要綱 

平成11年12月21日西桂町訓令第８号 

改正 平成18年２月27日訓令第１号 

平成20年３月17日訓令第１号 

令和２年３月31日訓令第14号 

（目的） 

第１条 老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の８に規定する市町村老人福祉計画（以下

「高齢者保健福祉計画」という。）並びに介護保険法（平成９年法律第123号）第117条に規定

する市町村介護保険事業計画（以下「介護保険事業計画」という。）の策定に当たり、学識経

験者、保健医療関係者、福祉関係者及び被保険者の積極的な参加を求めるため、西桂町高齢

者保健福祉計画及び介護保険事業計画懇話会（以下「懇話会」という。）を設置する。 
 

（構成） 

第２条 懇話会は、西桂町地域包括支援センター運営協議会（以下「協議会」という。）の委員

をもって構成する。 
 

（任期） 

第３条 懇話会の任期は協議会の委員の任期を適用する。 
 

（所掌事務） 

第４条 懇話会は、町長の諮問を受け次の各号に掲げる事項について審議する。 

（１）高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定に関すること。 

（２）その他計画策定に必要と認める事項に関すること。 
 

（役員） 

第５条 懇話会の役員は、次のとおりとする。 

（１）懇話会に会長及び副会長を置く。 

（２）会長及び副会長は、協議会の会長及び副会長をもって充てる。 

（３）会長は懇話会を代表し会務を総理する。 

（４）副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。 
 

（会議） 

第６条 懇話会の会議は、次のとおりとする。 

（１）会議は、会長が招集し主宰する。 

（２）会長は、必要があると認めるときは会議に構成員以外の者の出席を求め意見を聞くこと

ができる。 
 

（庶務） 

第７条 庶務は、福祉保健課において処理する。 

（その他） 
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第８条 その他必要なことを別途定める。 
 

附 則 

１ この要綱は、平成11年12月21日から施行する。 

２ 西桂町老人保健福祉計画策定懇話会設置要綱（平成５年西桂町訓令第８号）は、廃止する。 
 

附 則（平成18年２月27日西桂町訓令第１号） 

この要綱は、公布の日から施行し、西桂町地域包括支援センター運営協議会設置要綱の施

行日から適用する。 
 

附 則（平成20年３月17日西桂町訓令第１号抄） 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成20年４月１日から施行する。 
 

附 則（令和２年３月31日西桂町訓令第14号） 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 
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